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地方裁判所長殿

司法研修所長永野厚郎

選択型実務修習全国プログラムの募集について（通知）

標記の全国プログラムにつきj別紙のとおり提供がありましたので，配属庁会の

指導連絡委員会において，配属地において修習する令和元年度（第73期）司法修

習生に対し，その募集手続を行っていただくようお取り計らいください。
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国
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治方

児
相

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

法務行政修習
■ず

●

衆議院法制局修習

参議院法制局修習

厚生労働省中央労働委員会審査実務修習

地方自治体修 雪

児童相談所における‘彦灌
I

児童相談所における修習

法務省

衆議院法制局

参議境法制局

限 央労′動委員会事務局
_＝

胸ノ
■U■■

て「
■

一

7
、 ●

名古
二一

至『
一

］ に .央児童ン泪談所

名古屋市西部児童泪談所
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B － 1
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B ー 2
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B 一 3
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一 4

国
際
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関
等

1201

1202

1203

1204

国連機関修習

国連専門機関修習

国連機関修習

日本弁護士連合会国際室における修習

国連難民高等弁務官事務所(UMICR)駐日事務所

国際労働機関(ILO)駐日事務所

国際移住機関(IOM)駐日事務所

日本弁護士連合会

B ■■■■■■ 4

B－5

B 一 5

B ー 6

福
祉
機
関

1301

1302

1303

1304

社会福祉協議会修習

社会福祉協議会修習

社会福祉協議会修習

社会福祉協議会修習

練馬区社会福祉協議会

山形市社会福祉協議会

高知市社会福祉協議会

宝塚市社会福祉協議会 ／

B〒6

B
I■■■■■ 7

B 一 7

B ー 8

民
間
企
業

1401

1402

1403

1404

1405

1406

企業修習

企業修習

企業修習

企業法務修習

企業修習

企業内法務実務修習

株式会社小松製作所

ヤフー株式会社

九州旅客鉄道株式会社

両備ホールデイングス株式会社

株式会社伊予銀行

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社

B 一 8

B 一 9
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B 一 9

B ー 10

B ー 10

B ー 1l
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所

1501

1502

1503

1504

1505

最高裁判所修習

地裁知的財産権部修習(東京）

地裁知的財産権部修習(東京）

地裁知的財産訴訟部修習(大阪）
q 4

地裁知的財産訴訟部修習(大阪)

最高裁判所

東京地方裁判所民事部

東京地方裁判所民事部

大阪地方裁判所第21民事部・第26民事部

大阪地方裁判所第21民事部・第26民事部

B 一●
●

11

B 一 12

B
－ 12

B ｜〆』 13

B 4■■■■■ 13

法
律
事
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所

知
財

渉
外

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

知的財産事務所修習(東京）

知的財産事務所修習(大阪）

知的財産事務所修習(大阪）

知的財産事務所修習(大阪）

知的財産事務所修習(大阪）

渉外事務所修習(大阪）

渉外事務所修習(大阪）

渉外事務所修習(大阪）

渉外事務所修習(大阪）

渉外事務所修習(大阪）

渉外事務所修習(大阪）

渉外事務所修習(大阪）

渉外事務所修習(大阪）

■■■■■■■■
小松法律特許事務所

弁護士法人関西法律特許事務所

弁護士法人淀屋橋・山上合同

弁護士法人大江橋法律事務所

岡田春夫綜合法律事務所
”

法円坂法律事務所

中本総合法律事務所

弁護士法人御堂筋法律事務所

岡田春夫綜合法律事務所

弁護士法人オルピス

栄光綜合法律事務所

弁護士法人大江橋法律事務所

B 一 14

B 一 14

B 一 15

B ー 15
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B
一 16

B 一 17

B 一 17

B 一 18

B － 18

B
一 19

B 一 19

B 1■■■■■■ 20



|渉外事務所修習(大阪） ｜|北浜法律事務所･外国法共同事業 |8-201
渉外事務所修習(大阪） ｜中本総合法律事務所 |B-211:
渉外事務所修習(大阪） ｜弁護士法人御堂筋法律事務所 一一~-|1~=Zii
渉外事務所修習(大阪） ｜弁護士法人淀屋橋・山上合同 |B-22

､－－－1 -
大規模事務所修習 |B－22.
1大規模事務所修習 ｜! _'___ __ __ lB-23具fx型王室望哩喋至目一-－－－－－－－－－ －=L－ －二二二一-一 ！:－－＝－－－ー＋二_一-一｜

|大規模事務所修習 「 i－
l企業法務修習 ’‐

剴
{企業法務修習 ’ ’8‐

｜…灘‘鰯……………,瞳"悪幕屋息添~｢『‐法テラス大規模型事務所修習

一…~11法デ莞大阪澪ﾗｽ大阪法窪務所需勤緬緬藏｢E~二詞|法テラス大規模型事務所修習

|法テラス中規模型事務所修習 ｜法テラス埼玉 |B－妬｜
|法テラス中規模型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ千葉法律事務所 B-261
法テラス中規模型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ茨城法律事務所 |B-27I
'法テラス中規模型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ静岡法律事務所 IB-271
1法テラス中規模型事務所修習 ｜藤ﾗｽ福'圃(前半6日間)法ﾃﾗｽ北九州(後半4日間) |B当到
法テラス中規模型事務所修習 ｜法テラス長崎法律事務所 IB苦珂
|法テラス小規模型事務所修習 ｜法テラス浜松 |B-291
法壬ラス小規模型事務所修習 i法テラス奈良法律事務所 一 ~|i~~二型
法テラス小規模型事務所修習 ｜法テラス岐阜法律事務所 |B-"|

驚
｜法デﾗｽ函館法律事務所法ﾃﾗｽ小規模型事務所修習 B-321

法テラス小規模型事務所修習 !B-331
－－－ - ･----- L "-

j
l法ﾃﾗｽ釧路|法ﾃﾗｽ小規模型事務所修習 B-3

|法テラス小規模型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ香川 # B-3
1法テラス小規模型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ高知法律事務所 一一…1百二3
法テラス過疎地型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ秩父法律事務所
|法ﾃﾗｽ過疎地型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ牛久
I ‐~ざ．－－~ ． ‐ ‐ ｰ

|法テラス過疎地型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ下田法律事務所
I法テラス過疎地型事務所修習 ｜法テラス佐渡
|法テラス過疎地型事務所修習 ｜法テラス魚津 ~l B-371
法テラス過疎地型事務所修習 i法テラス倉吉法律事務所 |B-371

－1~卿|法ﾃﾗｽ過疎地型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ浜田法律事務所
|法テラス過疎地型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ五島法律事務所 |B-381
1一一

!法テラス過疎地型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ平戸法律事務所 |B-391
法テラス過疎地型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ雲仙法律事務所 |B-391

1法テラス過疎地型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ奄美法律事務所 |B-401
法テラス過疎地型事務所修習 ｜法ﾃﾗｽ延岡法律事務所 |B-401
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８

1661

1662

1663

1664

1665

法テラス過疎地型暑享務所修習

法テラス渦疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習
●

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス扶助・国選型事務所修習

法テラス扶助・国選型事務所修習

公設事務所等修習

公設事務所修習

公設事務所等修習

公設事務所等修習

法テラス宮古島

法テラス鹿角

法テラス江差

法テラス八雲法律事務所

法テラス須崎

法テラス熊谷法律事務所

法沃ラス佐世保法律事務所

弁嬢士法人東法律事務所(旧気仙沼ひまわり基金法律事務所）

下田ひまわり基金法律事務所

相馬ひまわり基金法律事務所

弁鰻士法人空と海そらうみ法律事務所奄美事務所(旧ひまわり基金法律事務所）
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プログラム

コードA斑 修習場所プログラム名

|法務行政修習 ｜|法務省 IA-il
l参議院法制局|参議院法制局修習 ｜ｰ

|厚生労働省中央労働委員会審査実務修習|中央労働委員会事務局 |A-21
｜栃木市|地方自治体修習 |A-21
｜大津市|地方自治体修習
｜新潟市|地方自治体修習 |A-31

I児童相談所における修習 ｜名古屋市中央児童相談所一一一~一一－一J‐－－|x]
1児童相談所における修習 ｜名古屋市西部児童相談所 IA-4i

l国連機関修習 ｜|国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)駐日事務所IA-51
1国連専門機関修習 ｜国際労働機関(ILO)駐日事務所 |A-51
1国際協力(法整備支援)修習 ｜独立行政法人屋際協力機構(JICA)本部国内機関等(東京) |A=6i
l国連機関修習 ｜国際移住機関(IOM)駐日事務所 IA-61

_|賎を謹連螢国際難戦韮割且蕊詮連合会一一一－－－－－－．IA-71
■社会福祉協議会修習 ｜練馬区社会福祉協議会 IA-71

1社会福祉協議会修習 ｜豊中市社会福祉協議会 IA-81
1社会福祉協議会修習 ｜山形市社会福祉協議会 IA-81

1高知市社会福祉協議会1濃福社協議会修書－－－－ － ー‐ヨー |A-91
1社会福祉協議会修習 ｜宝塚市社会福祉協議会 IA-91

1企業修習 ｜ﾔﾌｰ株式会社
|企業修習 ｜パﾅｿﾆｯｸ株式会社本社 |A-'01
1企業修習 ｜パﾅｿﾆｯｸ株式会社ダﾛｰバﾙ調達社 |A-''|
|企業修習 ｜九州旅客鉄道株式会社 |A-''|
l企業法務修習 ｜両備ﾎｰﾙデｲﾝグｽ株式会社 |A-i21
11企業修習 ｜東日本旅客鉄道株式会社 |A-121

｣蛙雄警報曙一一一一一一 一 一一一…… "←｜ﾕﾆﾘｰバ｡ジｬパﾝ‘ﾎｰﾙデｲﾝグｽ株式会社|A=131
1最高裁判所修習 ｜最高裁判所 IA-131
I地裁知的財産権部修習(東京） ロ|東京地方裁判所民事部 |A-141
1地裁知的財産権部修習|(東京） ｜東京地方裁判所民事部 |A-14
1地裁知的財産訴訟部修習(大阪） ｜大阪地方裁判所第2i民事部r第26民事部IA"ごi1
－1地緬鰄産訴訟部修雷(天阿~~l大阪地方裁判所第眠臺剖第26民事部IA-15
1知財事務所修習(東京） IA-161
1知的財産事務所修習(大阪） ｜弁護士法人大江橋法律事務所 |A=161
1知的財産事務所修習(大阪） ｜小松法律特許事務所 |A-171
1知的財産事務所修習(大阪） ｜弁護士法人関西法律特許事務所 |A－哩｜
|知的財産事務所修習(大阪） ｜弁護士法人淀屋橋･山上合同 |A-181
1渉外事務所修習(大阪） ｜弁護士法人大江橋法律事務所 IA-B|
|渉外事務所修習(大阪） ｜岡田春夫綜合法律事務所 |A-19'
|渉外事務所修習(大阪） ｜弁護士法人ｵﾙビｽ |A4191
1渉外事務所修習(大阪） ｜法円坂法律事務所一一…一一一－一一一一一一~－－IX=201
|渉外事務所修習(大阪） ｜弁護士法人御堂筋法律事務所 一…－－－IA言茄’
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~|「 「扉11 1渉外事務所修習(大阪）
渉! 2612 1渉外事務所修習(大阪）
外 2613 1渉外事務所修習(大阪）

’ 『･- …-.-----

| 1 2614 渉外事務所修習(大阪）
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法テラス過疎地型事務所修習
C ■

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法テラス過疎地型事務所修習

法デラス扶助・国選型事務所修習

法テラス扶助・国選型事務所修習

公設事務所等修習

公設事務所修習

公設事務所修習

公設事務所等修習

公設事務所等修習

公設事務所等修習

法テラス平戸法律事務所

法テラス雲仙法律事務所

法テラス奄美法律事務所

法テラス宮古島

法テラス鹿角

法テラス八雲法律事務所
p q

法テラス須崎

法テラス中村

法テラス熊谷法律事務所

法テラス佐世保法律事務所

弁謹士法人東法律事務所(旧気仙沼ひまわり基金法律事務所）

釜石ひまわり基金法律事務所

下田ひまわり基金法律事務所

相馬ひまわり基金法律事務所

弁謹士法人空と海そらうみ法律事務所奄美事務所(旧ひまわり基金法律事務所〉

弁璽士法人空と海そらうみ法律事務所陸前高田事務所(旧ひまわり基金事務所）
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B－1

コー ド
プログラム
名

堀 所 期 間
轟集

、 ●

数人d

修習内春 募撚条件
提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始白の
集合日時6場所

片遭剛キロメートル
を超える移動の
可能性の有嫉
購動予定の確定時期
の目安）

1101 法務行政修習 法務省
9月7日(月)～
9月11日(金）
<1週間）

35

法務省の機構を知るとともに，
各部局がどのような役割を果た
し どのように連携して法務行政
が運営されているかを学ぶ。
法務省各部局職員による法務行
政に関する講義，同演習・関連施
設見学など。

なし。

ただし，応募者が募集人数
を超えた場合は抽選とする。

なし

【照会先】
法務省大臣官房人事課検

察官人事第一係
(03-3580-4111内線■

※法務省から施設見学先
への移動に必要な交通費
等は,、自己負担とする。

【集合日時】
9月7日(月）

午前9時30分
【集合場所】
東京都千代田区霞が
関1-1-1 、

最高検察庁大会議室

※司法修習生の身分
証明書を持参するこ
と ｡

有
(8月上旬から中旬ま
での間）

国 1102

丹 ●

衆議院法制局
修習

衆議院法制局

8月31日(月）
9月4日(金）

(1週間）

、
一

4

新規採用，出向などで過去1年
間に新たに衆議院法制局で執務す
ることになった者を対象とする
．｢法制立案業務研修」の一部に司
法修習生も参加し，法律案の作成．
業務の基本について学ぶ。
なお，法制立案業務研修は，法
令用語法律案の書き方のルール
など法制執務における基礎的な技
術についての講義と演習，法制度
設計の実例紹介などを具体的な内
容とするものである。

なし 次の事項を記載した
書面

● や

･大学入学以後の学
歴及び職歴(大学若
しくは大学院におけ
る立法に関する講座
の受講歴又は国若し
くは地方公共団体に
おける法制執務の経
験がある場合は，そ
の内容を明記するこ
と。 ）
･志望の理由及び特
に興味のある事項
※決定後に秘密を厳
守する旨の誓約書を
提出すること。

衆議院法制局
法制企画調整部
総務課
(電話03-3581-1570）

集合日時：8月31日
q

午前9時

集合場所：法制企画
調整部総務課

(東京都千代田区永
田町1－6－3衆議院第
二別館9階）

無



B-2

コー ド
プログラム
名
堪所 期 間

募集
人数
修習内容 募弗条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始画の
集含日時,場所

片遭別キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の砿定時期
の目安）

国 1103
参議院法制局
修習

参議院法制局

9月14日(月)～

9月18日(金）
(1週間）

1

法制執務(法政策の形成、立法
技術、立法過程等)についての講
義、具体的な議員立法の立案等の
事案の検討、関係資料の作成等

1法制執務について関心を有
色

し、意欲的に取り組＃『こと
2修習に当たり、秘密厳守につ
いての誓約書を提出すること

l蛎歴書
2志望動機説明書

総務課
(03-5521-7729）

集合日時：9月14日
午前9時

集合場所：参議院法
制局総務課

無

国 1104
厚生労働省中
央労働委員会
審査実務修習

中央労働委員会
事務局

9月7日(月)～

9月11日(金）
(1週間）

4

不当労働行為審査手続のうち、

調査(和解のためのものを含む。 ）
や審問の傍聴及びそれに必要な事
件記録の閲覧のほか、命令原案骨
子の作成、不当労働行為救済制度
及びその手続等に関する講義など

~

大学若しくは法科大学院に

おいて労働法を履修した者、
又は合格した司法試験論文式

試験の選択科目について労働
法を選択した者

1履歴書(写真添付）

2中央労働委員会で
の修習を希望する理
由及び労働法に関す
る履修状況等を記載
した書面(1200字程
度）

中央労働委員会事務局審
査課

(電話03-5403-2155）

9月7日午前9時30分
事務局審査課
(東京都港区芝公園1
-5-32．労働委員
会会館5階）

F ●

無
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B－3

コー ド
プログラム
名

堀 所 期 間
募纂
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
息集合日時，増所

片遺50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

1105
地方自治体修
習

栃木市

8月31日(月）

9月4日(金）
(1週間）

～

1

自治体業務を通じて､行政実務
における法曹資格者に対する法的
ニーズを学ぶため、次の業務に追
ついて修習する。

･弁護士資格を有する任期付き職
員とともに行う庁内の法律相談業
務
･条例､規則などの例規審査業務

など

なし 履歴響

総務部総務課
文書法規係

(電一

集合日時：8月31日
午前8時30分

集合場所：栃木市総
務部総務課

無

児
童
相
談
所

1106
児童相談所に
おける修習

名古屋市
童相談所

中央児
8月24日（月）～

8月28日(金）
(1週間）

1

児童相談所における福祉行政活
動全般と法務における各種体験

･子どもの権利を守る仕事に

高い興味があること

履歴書

小論文(児童福祉に
おける法曹の役割に
ついて）

･字数制限無し

･書式指定無し

名古屋
相談課幽冨

唖醒‘

(052-757-6111）

談所
8月24日

午前8時40分
名古屋市中央児童
相談所1階ロビー

有
(プログラム実施の
2 3か月前）



B－4

コー F
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人敷
修習内容 募集条件

提出
番頻

その他(内容等
の照会先など）

開始白の
集合日時,増所．

片道50キロメートル
を超える移動の
可鑓性の有無
(移勘予定の確定時期
の目安）

児
童
相
談
所

1107
児童相談所に
おける修習

名古屋市西部児
童相談所

8月31日(月)～9
月18日(金)まで

のうち希望する
1週間(月曜日始

まり）
の

１

児童相談所の業務、常勤弁護士
の業務について学ぶ(児童相談所
に関する講義、家事審判期日や司
法面接の同席､家庭訪問同行、一
時保護所、施設見学、関係概関と
の会議への同席など(日程の都合
上実施できないこともある))。

児童相談所の業務や児童虐
待について興味がある者

己

l履歴書、2志望理由
書(A4， 1枚程度)、 3
希望する期間(月曜
日から始まる1週間）

主幹(弁護士)根ケ山裕子
(電話：052-365-3231）

集合場所：初日午前
8時45分
集合場所:名古屋市

西部児童相談所

有
(プログラム実施の1
週間前）

国
際
機
関
等

1201 国連機関修習

国連難民高等弁
務官事務所
(uMCR)駐日事
務所

8月31日(月)～

9月18日(金）
(3週間）

1

難民保護およびUNHWの活動に
関する基礎研修の他､ ･UMICRの援
助対象者に関する国内外の裁判例

や出身国情報などの調査・分析な
どを通じて、難民保護やⅢ旧CRの
活動について理解する。

人権，難民保護に関心のあ
る方，英語に堪能な方,Mi.
crosoftWord． ・E

xce lを含む基礎的なコン
ピュータ技術をお持ちの方，
UNHCRによる筆記試験及

ぴ電話面接を受けられる方

志望動機，経歴書及
[FUNHCRPersonal

HistoryForm

(https://www.unhcr
、org/hOw-to-

apply・html)を英語
で提出してくださ

い。語学能力検定試
験の点数があれば書
いてください。語学
検定試験の証明書が
すぐ手元にあればそ
ちらも御提出くださ
し、
． ｡

内容等に関するご質問や
、旧CRPersonalHistory

FOrmがダウンロードでき

ない場合は、UNHCR駐日
事務所法務部
(03-3499-2075)にご連絡

下さい。

8月31日(月)午前10
時

東京都港区南青山6－
10-11ウェスレーセ
ンター

･UNHCR駐日事務
所法務部

有

(直前（修習開始
後。但し本人の意向
､を尊重する。 ） ）



B-5

コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
客Ⅲ類

その他(内容等
の照会先など）

開蛤臼の
'集合白時6増所

片遭別キロメートル
を超える移動の
可能性の有無。
鱒動予定の確定時期
の目安〉

国
際
機
関
等

1202
国連専門機関
修習

国際労働機関
(ILO)駐日事務
所

8月31日（月）～

9月18日(金）
(3週間）

1

デイーセント・ワーーク(働きが
いのある人間らしい仕事)を中心
として、国際労働機関(ILO)の活
動内容一般について理解を深め
る。国際労働基準、ディーセン
ト・ワークの概念、 「仕事の未
来」 、サプライチェーンにおける
労働CSR等を日本国内で普及させ
るための広報活動の補助や、世界
におけるディーセント・ワークに
関連する日本の労働法制に関する
情報の収集及び報告の作成、等の
日常業務を通じて、国際機関の仕
事に触れる。

労働法、国際労働基準に関
心を持ちも大学あるいは法科

大学院において労働法を履修
した方。一定の英語力
(TOEIC860点, TOEFL iBT96点
相当以上)を有する方。WO即、
EXCEL､パワーポイントを含む
基礎的なコンピュータ技術を

持っている方。 ILO駐日事務所
による書類選考・電話インタ

ビューを経て、決定後は、イ
ンターンシップに関する覚書
(見本別添)に署名する等、 ILO
のインターンシップに関する
ルールを適用する。

経歴雷(旧英)及び
TOEIC/TOEFLの点数
を記載した証明書。
決定後に、最寄りの
医療機関が発行した
健康証明書(最近受
診した健康診断書の､
コピー可)。

ILO駐日事務所
(03-5467-2701)

8月31日(月)午前9時
30分渋谷区神宮前

5-53-70，国連大
学本部ピル1階の受．
付で8階のILO駐日事

務所に連絡

無

国
際
機
関
等

1203 国連機関修習
国際移住機関
(IOM)駐日事務
所

9月1日(火)～
9月30日(水)の
間の2週間

※希望する期間

を申出書に記載
すること。

1

国際磯関による日本において保

護・支援を必要としている移民
(外国人)のための様々な活動内容
に触れること。
日本の出入国管理政策・人身取
引対策・移民政策の現状と課題に
触れること。

と

移住問題に関心があるこ

。

英語力があること。
日本に在住する外国人の母
語のいずれかを話せればなお
良い。

履歴醤(日・英）
志望動機（日） ．
語学能力を証明する
書面

国際移住機関駐日事務所
(TEL03-3595-2487,
FAXO3-3595-2497) .

一

修習開始日の午前10
時
東京都港区新橋2-2-

7新橋第一中ピル3
階

有
(プログラム実施の2

か月前）
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コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
募築
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

､

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
鏑合日時6 ;畑所

片週剛キロメートル、
を超える移動の
可龍性の有擁
《移動予定の碗定時期
の目安）

国
際
機
関
等

1204

日本弁護士連
合会国際室に
おける修習

日本弁護士連合
会

8月31日(月)～

9月11日(金)
(2週間）

1

日弁連における国際業務(特に
組織としての海外弁護士会との関

わりや，会員の国際活動支援な
ど)について経験し，弁護士及び
弁謹士会の活動の国際的広がりを
学ぶ。

日弁連及び日弁連会員の国
際活動に興味を有する者
英語によるコミュニケー
シヨン(読み書きを含む。 ）が
ある程度可能である者
決定後，守秘義務等につい
ての誓約書を提出すること。

･購朧書(和文）
･英語能力を示す書

類等(任意）
･志望動機説明書
(A4判。日英いずれ
も可）

日本弁護士連合会企画部
国際課

担当■■■■■■
(電話03-3580B

集合日時：8月31日
午前9時30分
集合場所：弁護士会
館15階

無

福
祉
機
関

1301
社会福祉協議
会修習

練馬区社会福祉
協議会

9月3日(木)～

9月25日(金）
の間で10日間あ

るいは15日間

1

社会福祉協議会における各種体
験【ボランティア・地域福祉推進
センター，障碍者地域生活支援セ
ンター，福祉作業所蹴労継続支
援B型事業所）
ター ，

9 権利擁護セン
生活困窮者自立支援法に基．

づく支援センター等での地域福祉
の推進について】

修習確定後，事前レポート
(所定様式あり, A4サイズ1
枚）を提出すること。

方
地域福祉に強い関心のある
◎

※応募時に希望の期間（10日
間あるいは15日間）を申告す
る事◎

鯛人票（寵歴書A4判
1枚）

練馬区社会福祉協議会
経営管理課総務係
(電話03-3992-5600）

修習確定後追って連
絡

無
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コー ド
プログラム
名

塙 所 期 間
募築
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合白時, :増所

片遺50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
;鯵勲予定の確定時期
の目安）

福
祉
機
関

1302
社会福祉協議
会修習

山形市社会福祉
協議会

8月24日（月）～
8月28日(金）

(1週間）

・ 1

1社会福祉協議会の業務内容理解
2法と社会福祉の関わりを学ぶ
3高齢者、障がい者、生活困窮者
の支援を通じ、権利擁護の視点を‐
学ぶ
4成年後見センターの機能を学ぶ

社会福祉協議会で修習した
い理由を説明できる方。

＄

ー

志望動嬢書(300字
~

400字程度）

山形市社会福祉協議会
023－674－0680

8月24日午前8時30分
～

山形市社会福祉協議
会にて

無

福
祉
機
関

1303
社会福祉協議
会修習

高知市社会福祉
協議会

9月7日(月)～

9月11日(金）

(1週間）

1

1工芸侭梱に騒錘芸夫麺争耒の停額

･成年後見サポートセンター事業
･生活困窮者自立支援事業
･障害者相談支援事業
･地域福祉推進事業

特にありません。

高知市社会福祉協議会の事
業に関心のある方．

修習生の経歴・志望
動機のわかるもの

高知市社会福祉協議会共
に生きる課
088-856-5539

令和2年に事務所移
転の予定があり新事
務所が決定次第連絡
致します

無



B－8

コー F
プログラム
名

渦 所 期 間
募築
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

、 の

開始日の
鎮合日時‘増所

片道駒キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の磯定時期
の目安）

福
祉
機
関

1304
社会福祉協議
会修習

●

｡

宝塚市社会福祉
協議会

9月7日(月)～

9月11日(金）

(1週間）

2

社会福祉協議会における各種体
験(権利擁護事業、日常生活自立

支援事業、地域福祉推進事業、そ
の他の事業にかかる講義・施設見
学・業務見学・体験など）

なし ･履歴書
･･応募動機

(A4用紙1枚800*
程度）

宝塚市社会福祉協議会
(胃蒙活0797-86-5000）

集合日時：

初日の午前9時

集合場所：宝塚市総
合福祉センター

無

民
間
企
業

1401 企業修習
株式会社
小松製作所

8月24日(月)～
9月4日(金）
(2週間）

1～2

本社・工場・グループ会社から

依頼される法務問題の検討業務
(契約書作成・法令リサーチ等）
や，紛争対応業務等について，社
員と共同して取り組んでいただき
ます◎

また，生産工場の見学や，グ
ループ会社での業務を経験してい
ただくことも予定しております。

(修習内容は現時点での案とな
り，変更の場合があります｡基本
的にはその時点での当社法務部の
業務を経験していただきます。 ）

企業法務に興味のある方 簡単なもので結構で
すので，経歴書及び
当社の修習で経験し
たいことを記載した
文書をご提出くださ

い。

鷲

集合日時：
8月24日(月）
午前9時

集合場所：
〒107-8414

東京都港区赤坂2-3-
6

コマツピル1階ロ
ピー

有
(プログラム実施の1
か月前）
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コー F
プログラム
名

増 所 期 間

、

募集
人数
修習内容 幕集条件

提出
香類

その他(内容等
の照会先など）

の

増所

片進50キロメートル
jを超える移動の
可能性の有無
儲動予定の磯定時期
の目安）

1402 企業修習 ヤフー株式会社
8月24日(月)～

9月4日(金）
(2週間）

1

法務担当部署における各種体験
(法務相談、政策提言、訴訟等）

指定なし

一

指定なし

コーポレー.ﾄ法務統括本

部法務本部
午前10時

18F受付
一

無

1403 企業修習
９
。

九州旅客鉄道株
式会社

9月7日(月)～

9月11日(金）
(1週間）

1

法務担当部署における各種体験

(法律相談，企業倫理など）

なし なし

人事部(任免。給与）
(電話092-474-2761)

集合日時：
9月7日午前9時
集合場所：
JR九州本社7F受付

無



B-10

コー F
プログラム
名

塘 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など） 集合日時,増所

片適駒キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
幡動予定の確定時期
の目安）

民
間
企
業

1404 企業法務修習
両備ホールディ
ングス株式会社

8月31日(月)～

9月4日(金）
(1週間）

1

法務担当部署における各種体験
(契約書審査・新規ビジネスに関
するリーガルチェック及び文献リ

サーチ・リスクマネジメント体制
の構築手法等）

企業法務に興味があり、･周
囲と協調して修習を行える人

志望理由書(A4用紙1
枚程度）

法務リスクマネジメント

部(086-232-2177）

集合日時
8月3i日午前8時40分
集合場所
両備ビル3階

無

民
間
企
業

1405 企業修習
株式会社
伊予銀行

9月14日（月）～

9月18日(金）
(1週間）

1

法務担当部署における業務体験

等法務担当部署以外の部署にお
ける体験等(行内研修や営業店の

視察等〉

なし ． 履歴書

”

人事部(089-941-1141）

集合日時：
9月14日（月）
午前9時00分
集合場所：伊予銀行
本店

無



、

片通50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安〉

勾

修晋内容
プログラム
名

募集
人数

提
書

その他(内容等
の照会先など）

出
類

開始日の
集合日時，場所

コード 堰 所 期 間 募築条件

日用消費財を扱うグローバルカ
ンパニーの日本法人における企業

内法務実務体験
契約、商標、著作権、ブランド
保護、 トラブル処理、製品・広告
表示、BUsinesslntegrity関
連)､消費者動向を理解するため

のShop/TradeVisit、他外資系企
業内法務実務家、弁護士事務所等
との交流、人事担当者によるキャ
リアデベロップメントに関する対
話、他部署(マーケティング、サ
プライチェーン、営業等)より、
ビジネスに関するinduction，実
際の案件相談への参加・対応、他
企業と合同の交渉セッションへの

(1)グローバルカンパニーに
おける働き方に興味があるこ
と

(2) 日用消費財業界に興味が
あること

(3)企業内法務が企業経営に
果たす役割に興味があるこ
,と、

(4)英語でのコミュニケー
ションにチャレンジしてみた

いという希望があること、

(5)チームワークでの仕事の
仕方に興味があること
(6)人的ネットワークの構
築・拡大に興味があること
(7)常に物事をpositriveに捉
え、誠実であること。

(1)履歴書
(2)志望理由および

将来のキャリアに関
する考え方(日本語

および英語、それぞ

れA4．2枚程）

日時：

8月31日 10ZOO

集合場所：
ユニリーバ・ジャパ
ン受付(東京都目黒

区上目黒2－1－1中目
黒GTタワー22階)、
詳細はおって連絡

ユニ.リーバ・ジャパン・

ホールディングス株式会

社’
民
間
企
業

ユニリーバ・

ジャパン・ホー

ルディングス株
式会社

8月31日（月）～

9月11日（金）

(2週間）

企業内法務実
務修習 ．

5名迄

■
労雁
〃､､､

1406

百

参加等

最高裁判所の庁舎見学，最高裁

判所調査官(民事・刑事)による講
義，記録検討，最高裁判事による
講話等

申込動機を記載した

希望理由書(A4･1
～2枚）

追って，受講者に対
し，受講日までに準
備しておくべき事項
を通知する。

ﾅ宍1
グふし

9月9日（水）

午前9時15分
最高裁判所
(集合場所等は，修
習確定後，追って通
知する。 ）

最高裁判所裁判部第二訟
廷事務室裁判関係庶務係
03-3264－8573

裁
判
所

9月9日（水）

(1日）
最高裁判所修

習
無最高裁判所 101501

》

B-11
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コー F
プログラム
名

埋 所 期 間
募銭
人数
修習内容 募築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
鯉合日時，坦所

片道50キロメートル
を超える移勘の
可飽性の有無
(移勤予定の確定時期
の目安）

裁
判
所

1502

地裁知的財産

権部修習
(東京）

東京地方裁判所

民事部

8月24日（月）～

9月4日(金）
(2週間）

20

泉皐地裁知財部におけ｡知財畢

件の記録検討，判例・学説の調
査， メモ(サマリー)の作成，法廷
傍聴

研究 、

弁論準備手続傍聴,ケース
知的財産権事件についての

講義(半日)，特許庁見学(半日)及
び知財高裁における記録検討，法
廷傍聴等(2日間）

1大学若しくは法科大学院にお
いて知的財産権法関係の講座

を受講し，単位を取得した
者， 2司法試験において知的財
産法を選択した者，又は3知的
財産権法に高い関心を持って
おり，知的財産権訴訟に関わ
る知識・技法を修得する意欲
のある者

■ ｡

※1ないし3の番号を申込書に

明記するこ･と。 ．

※応募者が募集人数を超えた
場合は抽選とする。
※抽選の結果,落選した者に対
し コード1503への変更希望

の有無について，別途調査す
ることがある。

募典条件3の場合に
は， (1)知的財産権法
関係で関心を持って
いる分野等， (2)知的
財産権訴訟に関わる
知識等の修得を志す
理由をA4用紙1枚程
度にまとめて提出す
ること。その他は，
追って受講者に対し
通知する。

(単位の証明書等は
不要）

東京地方裁判所総務課庶

務第二係(電話03-3581-
2291ダイヤルイン）

8月24日(月）
午前9時10分
東京地方裁判所研修
室(9階南側）

無

裁
判
所

1503

地裁知的財産
権部修習

(東京）

東京地方裁判所
民事部

9月7日(月） ～

9月18日(金）
(2週間)

20

皐皐麺蕊測｣蜘首pI巳引つり包大u蝿争

件の記録検討，
査， メモ(サマ
傍聴

研究 ,

判例・学説の調
リー)の作成，法廷

弁論準備手続傍聴， ケース

知的財産権事件についての
講義(半日)，特許庁見学(半日)及
び知財高裁における記録検討，法
廷傍聴等(2日間）

1大学若しくは法科大学院にお

いて知的財産権法関係の講座
を受講し，単位を取得した
者， 2司法試験において知的財
産法を選択した者，又ば3知的
財産権法に高い関心を持って
おり，知的財産権訴訟に関わ
る知識。技法を修得する意欲
のある者

b

※1ないし3の番号を申込書に
明記すること。
※応募者が募集人数を超えた
場合は抽選とする。
※抽選の結果,落選した者に対
し コード1502への変更希望

の有無について，別途調査す
ることがある。

募集条件3の場合に
は， (1)知的財産権法
関係で関心を持って
いる分野等， （2脚的
財産権訴訟に関わる
知識等の修得を志す

理由をA4用紙1枚程
度にまとめて提出す
ること。その他は，
追って受講者に対し
通知する。
(単位の証明書等は
不要）

東京地方裁判所総務課庶
務第二係(電話03-3581-
2291ダイヤルイン）

9月7日(月）
午前9時10分
東京地方裁判所研修
室(9階南側）
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コー ド
プログラム
名

堪 所 期 間
募錐
人数
修習内容 募築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始臼の
集合日時，壌所

片遺50キロメートル
を超える蒋勘の
可能性の有無
備動予定の確定時期
の目安》

裁
判
所

1504

地裁知的財産
訴訟部修習
(大阪）

大阪地方裁判所
第21民事部・第
26民事部

8月17日（月）～
8月28日(金）

.(2週間）

､8

知的財産権訴訟における審理の
充実促進や判断の正確性担保のた

めの訴訟運営上の工夫，裁判所及
び当事者の訴訟活動の在り方につ
いて理解を深め，併せて表現能力
の向上を図ることを目的とする。
修習内容は，知財部裁判官及び
裁判所調査官による講義，大阪高
裁第8民事部(知財集中部)裁判官
による講義，サマリーー起案・講

評？法廷傍聴，記録検討等。

大学・大学院において知財
関係講義の単位を取得した者
又は司法試験において知的財

産権法を選択した者。
人数が超過した場合，司法
試験における知的財産権法選

択者を優先するので，該当す
る条件を申込書に記載するこ
と 。

人数が超過した場合， コーー

ド1505へ振り替えることがあ

るので，振替えに支障がある
者は，その旨及びその理由を
申込書の余白部分に簡潔に記
載すること。

なし

大阪地方裁判所事務局総
務課庶務第二係1■■
■■■■■ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

8月17日（月）

午前9時20分
大阪地方裁判所事務
局総務課庶務第二係
(仮庁舎1階）

無

裁
判
所

1505

地裁知的財産
訴訟部修習

(大阪）

大阪地方裁判所
第21民事部・第
26民事部

8月31日(月)～
9月11日（金）

(2週間）

8

知的財産権訴訟における審理の

充実促進や判断の正確性担保のた

めの訴訟運営上の工夫，裁判所及
び当事者の訴訟活動の在り方につ
いて理解を深め，併せて表現能力
の向上を図ることを目的とする。
修習内容は，知財部裁判官及び
裁判所調査官による講義，大阪高
裁第8民事部(知財集中部)裁判官
による講義，サマリー起案・講
評，法廷傍聴，記録検討等

一

◎

大学・大学院において知財

関係講義の単位を取得した者
又は司法試験において知的財
産権法を選択した者。
人数が超過した場合，司法
試験における知的財産権法選
択者を優先するので，該当す
る条件を申込書に記載するこ
と ロ

人数が超過した場合， ．ー

ド1504へ振り替えることがあ
るので，振り替えに支障があ
る者は，その旨及びその理由
を申込書の余白部分に簡潔に
記載すること。

なし

大阪地方裁判所事務局総
務課庶務第

■■■■
■
州
係
椥
ニ
ダ

8月31日（月）

午前9時20分
大阪地方裁判所事務
局総務課庶務第二係
(仮庁舎1階）

無



I 片遺50キロメートル

を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安〉

プログラム
名

募集
人数

提
害

その他(内容等
の照会先など）

出
鍾

開始日の
集合日時，増所

コード 場 所 期 間 修習内容 募集、条件

勤務先が内定している場合
には、事前に申し出ること。

いわゆる『知財事件｣を扱う法
律事務所の日常的な弁謎士業務及
び事件処理に接することを主眼と
した修習。

簡単な履歴書

’
9月14日（月）～

9月18日（金）
(1週間）L I■■

知的財産事務

所修習(東京）

日時：午前9時30分
場所：事務所受付

知
財

虹モ
』､､､

21601

いわゆる ’知的財産事件」を扱
う法律事務所での日常的な弁護士

業務及び事件処理に接することを
主眼とした修習

1当事務所が、修習生の就職子′

定事務所・企業と係争中のと
きは､当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。
2法科大学院において知財関係
講義を受講し､単位を取得し
た者又は司法試験において知
的財産権法を選択した者

知的財産関係講義の

履修証明書

日時：

8月17日午前10時
大阪市北区中之島2－2－2

大阪中之島ピル8階
担当：小松陽一郎弁護士
TEL：06-6221-3355

8月17日(月)～

8月28日（金）

(2週間）

知的財産事務

所修習
(大阪）

小松法律特許事
務所

知
財

無21602

場所：

事務所受付

B-14
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コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
募集：
人数
修習内容 募築条件

出
類

提
書

その他(内容等
の照套先など）

開始日の
娩合日時， 1増所

片道駒キロメートル
を超える移馳の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

1603

知的財産事務

所修習
(大阪）

弁護士法人関西
法律特許事務所

9月7日(月）～

9月18日(金）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件」を扱
う法律事務所での日常的な弁護士
業務及び事件処理に接することを
主眼とした修習

〆

1当事務所が､修習生の就職子
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
うえ、当該事件を修習対象か
ら除外する。申込時に修習生
の就職予定事務所等が未定
で、その後に決定した就職先
と係争中のときも、同様とす
る ⑥

2法科大学院において知財関係
講義を受講し、単位を取得し
た者又は司法試験において知
的財産権法を選択した者

l知的財産関係
の履修証明書

講義

大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザ12階
担当：田上洋平弁護士
TEL:06-6231-3210

日時：

9月7日午前10時

場所：
事務所受付

有
(プログラム実施の
直前）

知
財

1604

知的財産事務
所修習
(大阪）

弁護士法人淀屋

橋・山上合同

9月7日(月)～
9月18日(金）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件」を扱
う法律事務所での日常的な弁護士
業務及び事件処理に接することを
主眼とした修習

~

I当事務所が、修習生の就職手
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
や 画

うえ、 当該事件を修習対象力動

ら除外する。申込時に修習生
の就職予定事務所等が未定
で、その後に決定した就職先
と係争中のときも、同様とす
る ｡

2法科大学院において知財関係
講義を受講し、単位を取得し
た者又は司法試験において知
的財産権法を選択した者

知的財産関係講壌の
● ｡

履修証明書

大阪市中央区北浜3-6-13
日土地淀屋橋ピル．
担当：藤川義人弁護士
TEL:06-6202-3355

日時：

9月7日午前10時

場所：

事務所受付

無



B-16

コー ド
プログラム
名
場蔚 期 間

､募集
人数
修習内容 募弗条件

提出
書麺

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
第合白時,"増所

片道50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
憾動予定の砿定時期
の目安）

知
財

1605

知的財産事務

所修習
(大阪）

弁護士法人大江
橋法律事務所

9月14日(月)～

9月25日(金）
(2週間〉

1

いわゆる「知的財産事件」を扱
う法律事務所での日常的な弁護士
業務及び事件処理に接することを
主眼とじた修習

1当事務所が、修習生の就職子
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生は受入れな
い。なお、受入れ内定以降
に、上記係争事件が発生した
ときは、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。受入れ内定時
に、

等が
修習生の就職予定事務所
未定で､その後に決定し
た就職先と係争中のときも同
様とし、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。
2法科大学院において知財関係
講義を受講し、単位を取得し
た者又は司法試験において知
的財産権法を選択した者

知的財産関係講義の
履修証明書

大阪市北区中之島2-3-18

中之島フェスティバルタ
ワー27階
担当：平野惠稔弁護士
TEL:06-6208-1406

日時 ●
●

9月14日午前10時

場所：

事務所受付

無

渉
外

1606

渉外事務所修
習
(大阪）

岡田春夫綜合法
律事務所

8月17日(月)～
8月28日(金）
(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係）

1当事務所が、修習生の就職予

定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。
2英語の読解力があること。

英滞を銃むのに苦に
ならない程度の語学
力があることの証明

する書類

大阪市北区豊崎3－2－1
淀川5番館7階
担当：岡田春夫弁護士
TEL：06-6374-6357

日時：

8月17日午前10時

場所：
事務所受付

有
(プログラム実施の
直前）



B-17

コー 1g
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数

修一雷内容 募集条件
出
類
提
書

その他(内容等
の照会先など）

日の

増薪

片還釦キロメートル
を超える移動の
可能性の有無．
鱒動予定の確定時期
の目安）

渉
外

1607

渉外事務所修
習
(大阪）

法円坂法律事務
所

8月24日(月)～
9月4日(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(中国法関係）

1当事務所が、修習生の就職子
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。
2中国語で日常会話ができる程
度の語学力があること。

なし

大阪市中央区農人橋2-1-
30

谷町八木ピル9階
担当：中島宏治弁護士
TEL:06-6944-1271

旧時 の
●

8月24日午前10時

場所：
事務所受付

有

(プログラム実施の
直前）

渉
外

1608

渉外事務所修
習

(大阪）

中本総合法律事
務所

8月24日(月)～
9月4日(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係）

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。
2英語を読むのに苦にならない
程度の語学力があること。

なし

大阪市北区西天満5-9-3
アールピル本館5階
担当：豊島ひろ江弁護士
TEL:06-6364-6241

日時：

8月24日午前10時

場所：

事務所受付

無
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B-18

コロー 膜
プログラム
名
増所 期 間

募繁
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
:錐合白臨:堪所

片道釦キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
嚇動予定の確定時期
の目安）

1609

渉外事務所修
習
(大阪）

弁護士法人御堂
筋法律事務所

8月24日(月)～
9月4日(金）
(2週間）

2

いわゆるi渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係）

1当事務所が、修習生の就職子
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。

2英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上又は
TOEIC780点以上の語学力を有
すること。

英検漁1級程度、
TWFL(iBT)85点以上
又はTOEIC780点以上
の学力を有すること

を証明する書類

大阪市中央区南船場4－3－
11

大阪豊田ビル

担当：紺谷宗一弁護士
TEL：06-6251-7266

日時：

8月24日午前10時

場所：
事務所受付

渉
外

1610

渉外事務所修
習
(大阪）

●

｡

岡田春夫綜合法
律事務所

8月31日(月)～
9月11日（金） 。

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う法

律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係）

1当事務所が、修習生の就職子
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。

2英語の読解力があること。

英語を読むのに苦に
ならない程度の語学
力があることの証明

する書類

大阪市北区豊崎3-2-1
淀川5番館7階
担当：岡田春夫弁護士
TEL:06-6374-6357

日時：

8月31日午前10時

場所 ●
。

事務所受付

有
(プログラム実施の
直前）



’
一

渉
外

’
４
０
４
Ｊ
■
Ｕ
■
１
０
■
８
■
ｌ
Ｕ
４
ｊ
４
９
り
４
０
ｑ
、
４
１
４
１
１
・
Ｉ
甲
守
Ｉ
４
ｉ
４
１
Ｌ
Ｐ
８
３
Ｉ
０
６
△
■
■
日
Ｄ
Ｂ
Ｄ
■
Ｐ
■
五
■
■
凸
Ｂ
Ｂ
Ｄ
■
■
■
■
■

B-19

コロー F
プログラム
名

場 所 期 間
集
数
募
人 修習内容

●

●

募集条件
出
類

提
害

その他(内容等
の照会先など） 門

開始日の
集合日時，増所

片遊50キロメートル
を超える移動の
可龍性の有無
(移動予定の砲定時期
の目安）

1611

渉外事務所修
習
(大阪）

撤
臓
士法人オル 8月31日(月)～

9月11日(金）

(2週間）

2

●

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(韓国法関係）

1当事務所が､修習生の就職予
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する｡､申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。
2韓国関係の渉外に関心がある
こと ｡．

なし

大阪市中央区南船場1－
16-10 ．

大阪岡本ピル5階
担当：襲．薫弁護士
TEL:06-6264-1976

日時：

8月31日午前10時

場所：
事務所受付

有
(プログラム実施の
直前）

渉
外

1612

渉外事務所修
習
(大阪）

栄光綜合法律事
務所

9月7日(月)～
9月18日(金）
(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係）

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係

争中のときも、同様とする。
2英語を読むのに苦にならない
程度の語学力があること。

（

なし

大阪市中央区伏見町3-2-
4

ゆ ●

淀屋橋戸田ビル2階
担当：池田佳史弁護士
TEL:06-4707-1251

日時2

9月7日午前10時

場所： ．
事務所受付

有
(プログラム実施の
直前）
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コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
募築
人数
修習内容

～

募集，条件
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
祭合臼時6増所

、

片遡剛キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

渉
外

1613

渉外事務所修
習
(大阪）

弁護士法人大江
橋法律事務所

9月14日(月)～
9月25日(金）
(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁謹士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係・中国法
関係）

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所・企業と係争中のと
きは、当･該修習生は受け入れ
ない。なお、受入れ内定以降
に、上記係争事件が発生した
ときは、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。受入れ内定時
に、修習生の就職予定事務所
等が未定で、その後に決定し
た就職先と係争中のときも同
様とし、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。

2英語又は中国語を読むのが苦
にならない程度の語学力があ

ること。

なし

大阪市北区中之島2-3-18
中之島フェスティバル夕
ワー27階
担当：平野惠稔弁護士．
TEL：06-6208-1406

日時：

9月14日午前10時

場所：
事務所受付

無

渉
外

1614

渉外事務所修
習
(大阪）

北浜法律事務
所・外国法共同
事業

ー

9月14日(月)～
9月25日(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英語案件）

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所･企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係

争中のときも、同様とする。
2TOEFL(iBT)85点以上又は

TOEIC780点以上の語学力を有
すること。

T()EFL(iBT)85点以上
又はTOEIC780点以上
の学力を有すること

を証明する書類

大阪市中央区北浜1-8〒16
大阪証券取引所ピル
担当：児玉実史弁護士
TEL306-6202-1088

日時：

9月14日午前10時

場所 ●
●

事務所受付

有
(プログラム実施の直

前）



’
一

渉
外
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０
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０
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０
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０
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Ｆ
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９
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コー F
･プログラム
名

増 所 期 間
募象
人数
修習内容 募集条件

提出
客類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
第合日隙』増所

片遭印キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
傭動予定の確定時期
の目安）

1615

渉外事務所修
習
伏阪）

中本総合法律事
務所

9月14日(月)～
9月25日(金）

(2週間）

1

いわゆる「渉外事件』を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼

とした修習(英米法関係）

e ■

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所･企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する｡､申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。

2英語を読むのに苦にならない
程度の語学力があること。

なし

大阪市北区西天満5-9-3
アールピル本館5階
担当：豊島ひろ江弁護士
TEL：06-6364-6241

日時：

9月14日午前10時

場所： ．

事務所受付．

無

■

渉
外

1616

渉外事務所修
習
(大阪）

弁護士法人御堂
筋法律事務所

、

9月14日(月)～

9月25日(金）

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係）

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所・企業と係争中のと

きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。
2英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上又は
TOEIC780点以上の語学力を有
すること。

英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上

又はTOEIC780点以上
の学力を有すること
を証明する書類

大阪市中央区南船場4-3-
11 ．

大阪豊田ビル
担当：山崎陽平弁護士
TEL:06-6251-7266

日時：

9月14日午前10時

場所 □
、

事務所受付

無



一
一

渉
外

ー

I
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コー F
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

片遺50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

1617

渉外事務所修
習
(大阪）

弁護士法人淀屋
橋・山上合同

9月14日(月)～
9月25日(金）
(2週間）

つつ

1

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係・中国語
法関係）

● $

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生は受け入れ
ない｡なお、受入れ内定以降
に、 .上記係争事件が発生した
､ときは、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。受入れ内定時
に、修習生の就職予定事務所
等が未定で、その後に決定し
た就職先と係争中のときも同
様とし、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。
2HSK(新)6級かつTOEFL100/120
程度の学力を有する者。若し
くはそれに達しないが、相当
の語学力があり、又はそれに
代わる能力・意欲がある者

なし

大阪市中央区北浜3－6－13
日土地淀屋橋ピル

担当：仲井晃弁護士
TEL:06-6202-3355

日時：

9月14日午前10時

場所：
事務所受付

有
(プログラム実施の
直前）

1618
大規模事務所
修習

～

9月7日(月)～
9月18日(金）
(2週間）

2

･いわゆる「大規模事務所』にお
ける日常的な弁護士業務の態様，
業務内容に接することを主眼とし
た修習

修習生の就職予定先が当事
務所の相手方になっていない
こと ④

経歴書(就職予定先
が決まっている場合

今

は明記のこ

■■■■■■■■■■■■■■■■

日時：午前10時．

場所：事務所■■受
付

無



B-23

コー ド
プログラム
名

場 所 期 間
募鎮
人数
修習内容 募築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
凝合日時,燭所

片遺50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

大
規
模
・
企
業
法
務

1619
大規模事務所
修習 ■■■

9月23日(水)～
9月25日(金）
(1週間）

2

－

いわゆる1大規摸學務"T」にお

ける日常的な弁護士業務の態様，
業務内容に接することを主眼とし
た修習

内定先又は就職活動中の先
があれば事前に申し出るこ
と 。

履歴書(内定先・就
職活動中の先があれ
ば明記） ・応募理由
書

日時:午前9時
場所：事務所受付

大
規
模
・
企
業
法
務

1620
大規模事務所
修習 Ｐ

9月7日(月)～
9月18日(金）
(2週間）

2

いわゆる「大規模事務所」にお
ける日常的な弁護士業務の態様，
業務内容に接することを主眼とし
た修習

勤務先が内定している場合
には、事前に申し出ること。

経歴書(就職予定先
が決まっている場合

は明記のこと）

■■■■■■■■■■■■■■■■■

日時・場所：追って
連絡

無



、

片道50キロメートル

を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

プログラム
名

募集
人数

提
害

その他(内容等
の照会先など）

出
類

開始日の

象合日時，塙所
場 所 期 間 修習内容コード 募集条件

いわゆる「企業法務」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習

内定先があれば申し出るこ
と。

履歴苔

大
規
模
・
企
業
法
務

一

'－－■
日時：午前10時

場所:事務所受付■
■

8月31日(月)～

9月11日（金） ．

(2週間）
｜ ロ 4盛

"b,､企業法務修習 11621

(ア)就職予定先(法律事務所の
場合は依頼者を含む)と当事務

所又はその依頼者との間に係
争関係がないこと
("r)TOEIC800点以上又はそれ

に相当する英語力があること

英語力を証明する書
類。経歴書(就職予
定先が決まっている
場合は明記のこと）

いわゆる「企業法務」を扱う法

律事務所での日常的な弁護士業務

及び事件処理に接することを主眼
とした修習

大
規
模
・
企
業
法
務

■■
8月24日(月)～

8月28日（金）

(1週間）

日時：午前10時
場所：事務所受付

4旺
』ﾛ､、企業法務修習 １1622

■

B-24
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コー ド
プログラム
名

堤 所 期 間
募集
人数
修習内容 ● 募J蕊条件

出
類

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時,堵所

片遺駒キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

1623

法テラス
型
修習

法テラス東京
(新宿、霞が関
分室)、
法テラス東京法

律事務所(四
谷)、

守

法テラス多摩､．
法テラス多摩法
律事務所

9月7日(月)～
9月11日(金）

(1週間）

4

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
囚民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
函その他

【事務所の特色】（簡潔に）
･司法ソーシャルワーク

･行政や福祉関係機関への滞在
型・訪問型連携活動への同行・出

張相談
.･ケース会議への同席

･成年後見等業務活動への同行
･事例検討勉強会への参加

･刑事弁護実務(模擬事件での接．
見・公判準備・尋問・弁論等).の
演習など

※実施可能なプログラムはj黒塗
りチェックボックス(国)を参照

なし 1法ヂラス東京及び
法テラス多摩を希望
した理由

2法テラス東京法律
事務所及び法テラス
多摩法律事務所で何

を学びたいか
以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤
電話
弁謹士総合企画課

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス

担当者 D

●
タ

電話

集合日時：受入決定
期間の初日
午前9時30分

集合場所：法テラス
東京会議室棟京都
新宿区西新宿1-24-1

エステック情報ピル
13F)

無

法
テ
ラ
ス

1624

法テラス
大規模型
事務所修習

法テラス大阪
法テラス大阪法
律事務所 、
常勤弁護士養成
事務所

9月7日(月)～

9月11日(金）

(1週間）

3

■常鋤弁譜-i彗の法律事務
(養成中のスタ･ｿ.フ弁講上の藁務

見蟻を含む）

■情蝿提批蕊務
■民事注律扶助薬務

■国選弁護等関連潅務
理犯罪被害者支援業務

■司漉過疎対策業務
ロその他

【事務所の特色】
研修内容には所長・副所長の講義
等を含む

※実施可能なダログラムは，黒塗
りチェックボックス(礪)を参照

特になし l法テラス大阪を希
望した理由

2研修で何を学びた
いか

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。
【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス大阪

首
:総務課

電話：

■■

ﾛ■■■■

9月7日(月)9時10分

場所：法テラス大阪
(大阪市北区西天満
1-12-5大阪弁護士
会地下1階）

有
(プログラム実施の
直前）
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コー ド
プログラム
名

鳩 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

凡

開始日の
集合日時.焔所

◆､

片遺50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
!(移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

1625

法テラス

中規模型
事務所修習

法テラス埼玉

(1)

9月14日(月)～

9月18日(金）
(1週間）
(2)

● ら

9月23日(水)～

9月29日(火）
(2週間）

※希望する期間

を応募書類に記
載してくださ
い。

各期間
を通し

■
毎

て1

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民寧法律扶助業務

因国逓弁護等関連業務
囲犯罪被害者支援業務
口司法渦疎対策籠務
ロその他

【事務所の特色】
法テラス埼玉法律事務所では、 一

股民事事件、家事事件、債務事件
整理のぼか、裁判員裁判をはじめ
とする刑事事件を扱っています。
また、福祉関係の支援者とネット
ワークを作ることで司法へのアク
セス解消を目指しています｡

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(園)を参照

なし 志望理由書をA4判1
枚程度にまとめて提
出

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡先】
担当者#法テラス埼玉法律
事務所

弁犠士■■■■■
電話:0503383-5376

受入決定期間の初日
午前9時30分

集合場所：法テラス
埼玉法律事務所
(さいたま市浦和区
高砂3-17-15

さいたま商工会議所
会館6階）

※受入期間決定後､．
必ず法テラス埼玉法

律事務所に連絡を入
れ、決定期間を自身
で確認してくださ

い◎

無

法
テ
ラ
ス

1626

法テラス

中規模型
事務所修習

法テラス千葉法
律事務所

8月24日(月）
9月4日(金）
(2週間）

～

1

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務

■国選弁護等関連業務
臣犯罪被害者支援業務
ロ司法過疎対策業務
鰯その他

【事務所の特色】
刑事国選事件と扶助事件が中心。
司法ソーシャルワークにも力を入

れておりざ関係機関との連携、出
張相談の案件も多い。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

｡

無し 応募理由をA4判1枚
以内で提出するこ
と 。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター

常勤弁護士総合企画課

電話1■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラヌ千葉法律事務所

担当者:弁護士■■■
I■■
電 話：0503383-0000

8月24日(月)9時

場所：法テラス千葉
法律事務所

無



一
一

法
テ
ラ
ス

B-27

コー F
プログラム
名

増 所 期 間
募集一
人数
修習内容 募築条件

出
麺

か
戸
告

提
魯

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
藻合日時，増所？

片遺50キロメートル
を超える移動の
可能性の有嫉
(移動予定の確定時期
の目安）

1627

法テラス

中規模型
事務所修習

法テラス茨城法
律事務所

8月31日(月)～

9月11日(金）
(2週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
園情報提供業務

◆ ●

回民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
■その他

【事務所の特色】
扶助国選対応事務所｡関係機関か
らの要請を受けての司法ソーシャル
ワークも広く行っている。

※実施可能なプログラムは,黒塗り
チェックボックス(園)を参照

無し l法テラス茨城を希
望した理由

2研修で何を学びた
いか

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。 【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡

塾者:，
電話：0503383-5389

8月31日(月)9時

場所：法テラス茨城
法律事務所

有
(プログラム実施の
ｰ 直前）

法
テ
ラ
ス

1628

法テラス
中規模型
事務所修習

法テラス静岡法

律事務所

9月7日(月)～
9月11日(金）

(1週間）

斑
班
Ｂ
Ａ

通じて

1人

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(囚)を参照

なし I自己紹介
2応募理由
3法テラス静岡法律

事務所で何を学びた
いか。

以上をA4判2～3枚
程度にまとめて提出
してください。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス静岡法律事務所

担当者：弁護士■■■■
電話:0503383-5404

9月7日(月）
午前9時30分

場所：法テラス静岡
法律事務所
(静岡市葵区呉服町
2－1－1

札の辻ピル5階）

無
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コー ド
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
霧類

その他《内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，堀所

片迩50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

1629

法テラス

中規模型
事務所修習

法テラス福岡
(前半6日間）
法テラス北九州

(後半4日間）

8月24日(月)～
9月4日(金）
(2週間）

2

■常勤弁護士の法律事務

囲摘報提供蕊務
困民癖法律扶助業務

■国懇弁護等関連業務
■犯罪鞍害者支援業務
口司法過疎対策紫務
函そめ他(関係磯悶遮撰）

【事務所の特色】
都市型の中規模事務所として， 自
治体の生活保護課や高齢者・障が
い者関係部局等の連携に力を入れ
ています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし l法テラス福岡・北
九州を志望した理由
2研修で何を学ぴた
いか

以上の点についてA4
判1枚程度にまとめ
て提出してくださ
い。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：

ロ
■

■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス福岡法律事務所

担当者：弁護士

■■
■■

電話：0503383-0515

8月24日(月)9時30分

場所：法テラス福岡
法律事務所
(福岡市中央区渡辺
通5-14-12南天神
ピル4F)

※受入決定後、必ず
法テラス福岡法律事

務所に連絡を入れ、
決定期間を自身で確

認してください6

▲

有
(プログラム実施の1
週間前）

1630

法テラス

中規模型
事務所修習

法テラス長崎法
律事務所

8月17日(月)～
8月21日(金）
(1週間）

1

園常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(国)を参照

なし 1法テラス長崎を希
望した理由
2研修で何を学びた
いか

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。
【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス長崎法律事務所
担当者：弁護士■■■
■
電話:0503383-0031

8月17日(月)9時

場所：法テラス長崎
法律事務所

有

(プログラム実施の
直前）



B-29

コー F
プログラム
名

増 所 期 間
募繁
人数
修習内容

C

ﾄ

ﾄ

募集条件
提出
害麹

その他(内容等
の照会先など）

開始白の
｡桑合日時, ，増所

片遺50キロメートル
を超える移動の
可龍性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

1631

法テラス

模型

修習

法テラス浜松

9月7日(月)～
9月11日(金）

(1週間）
1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
ロその他

※実施可能なプログラムは,黒塗
りチェックボックス(園)を参照

C

D

なし 応募理由(何故、法
テラス浜松での修習
を希望するのか)を
A4判2枚以内で提出
すること

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター

常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】 ●

法テラス浜松法律事務所

担当者:弁護士■■■
■■
電話：0503383-5408

受入決定期間の
初日午前9時30分

集合場所:法テラス
浜松法律事務所(浜
松市中区中央1-2P-1
イーステージ浜松オ

フィス4F)

※受入決定後、必ず
法テラス浜松法律事
務所に連絡を入れ、
決定期間を自身で確
認してください

有．
(プログラム実施の1
か月前）

法
テ
ラ
ス

1632.

法テラス

小規模型
事務所修習

■一

法テラス奈良法
律事務所

(1)
8月31日(月)～
9月4日(金）

(1週間）

(2)
9月7日(月)～

9月11日(金）
(1週間）

(3)

9月14日（月）～
9月18日(金）

(1週間）

2

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
■その他(成年後見業務，関係機
関との連携）

※学びたいことによっては，期間
が限定されているものもありま
す。詳細は【受入決定以降の連絡
先】に直接問い合わせていただい
てかまいません。その他，研修に
先立ち気になることがあれば, ．同
じく上記連絡先に問い合わせてい

ただいてかまいません。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

募集条件は特にありません
が、時間外とされる時間に業
務が入ることも多いです。時
間外は任意参加ですが、可能
な限り参加いただける方が望
ましいです。
また、長距離の車移動をする
ことも多いため、その点ご承
諾いただけている方が望まし
いです。

1法テラス奈良を希
望した理由

2研修で何を学びた
いか

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。

※希望する期間を申

込書に記載してくだ
さい。

※その他、法テラス
のスタッフ弁護士の．
役割について、何か
知っていることがあ
れぱ触れて下さい。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課．
電話：■■■■■
【受入決定以降の連絡
先】
法テラス奈良法律事務所
担当者:弁護士

■
■■■

電話： ､0503383-0514

受け入れ決定期間の
初日
午前10時

場所：法テラス奈良
法律事務所(予定）

無
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コー 薦
プログラム
名

増 所 期 間
轟第
人数
修習内容 募集条件

出
類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
築合白時h塘所

片遺馳キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
<移勲予定の確定時期
の目安〉

1633

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス岐阜法
律事務所

9月7日(月)～
9月11日(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
園その他

【事務所の特色1
司法ソーシャルワークにも力を入
れています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(鰹)を参照

なし 応募理由をA鋼1枚
以内で提出すること

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】

日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス岐阜
担当者：弁護

曹
菫遡

話:0503383-5472

受入決定期間の初日
午前9時30分
集合場所：法テラス
岐阜法律事務所(岐
阜県岐阜市美江寺町
1-27第一住宅ビル5
階）

無

法
テ
ラ
ス

1634

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス山口法
律事務所

8月31日(月)～
9月4日(金）
(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務

ロ司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
民事法律扶助及び国選刑事弁護を
中心とする，典型的な法テラスの
都市型の事務所です。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェ･ツクボックス(扇)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内で提出すること

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス山口法
担当者：弁護士
■
幽

電話:､0503383-0021
※受入決定後、必ず法テ
ラス山口法律事務所に連
絡を入れ、決定期間を自

身で確認してください

8月31日午前10時

集合場所：法テラス
山口法律事務所(山
口市大手町9-11山
口県自治会館5階）

有

(プログラム実施の
直前）
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コー。 ド
プログラム
名

場 所 期 間
麓築
人数
修習内春 募典条件

提出
害藷

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時．増所

片道50キロメートル
を超える移動の
可飽性の有無
<移動予定の確定時期
の目安）

1635

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス島根法

律事務所

9月7日(月)～
9月11日(金）
(1週間）

1

■常勤弁護士の法雛事務
■憐報提供蕊務

■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法渦疎対筑蕊務
ロその他

【事務所の特色】
司法ソこ一シャルワークに力を入れ

ています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由、
履歴書可）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス島根法律事務所

担当者:弁護士■■■
■
弁護士■■■

■■
電話：0503383-5498

9月7日(月.）

午前9時30分

場所：島根県松江市
南田町60
2階

法テラス島根法律事
務所

無

1636

法テラス
小規模型
事務所修習

法テラス熊本
9月14日(月)～

9月18日(金）

(1週間）

●や

1

■常勤弁護士の法律事務
ロ情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】.．
民事、家事、刑事を満遍なく取り

扱い、関係機関との連携活動も取
り組んでいる。また、熊本刑務所
(LB級)の受刑者や精神科病院の入
所者への法律相談も積極的に実施
している．なお、起案等の課題を
出すこともある。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内で提出すること

【受入れ決定前の連絡
先】
日本司法支援センター

常勤弁護士総合企画課
電話:■■■■■■■

【受入決定後の連絡先】
法テラス熊本法律事務所
電話:0503383-0510

9月14日(月)9時00分

場所：法テラス熊本
法律事務所

有
(プログラム実施の1
か月程度前）



B-32

コー ド
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募桑条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
築合日時， 』増所

片遭50キロメートル

を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

1637

法テラヌ
小規模型
事務所修習

法テラス青森法
律事務所

8月31日（月）～

9月4日(金）
(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
･福祉機関との連携．

･刑務所相談

※実施可能なプログラムは, _黒塗
りチェックボックス(覇)を参照

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由、
履歴書可）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス青森法律事務所

担当者:を護士■■■■

照03冊猟

8月31日（月）
午前9時00分

集合場所:.法テラス
青森法律事務所(青
森市長島1－3－1 日
本赤十字社青森県支
部ピル2階）

無

法
テ
ラ
ス

1638

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス函館法
律事務所

8月24日(月)～
8月28日(金）
(1週間）

1

園常勤弁護士の法律事務
ロ情報提供業務
国民事法律扶助業務
便鬮選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
一般民事事件、家事事件、債務整
理事件、刑事事件等を扱っていま
す。司法ソーシャルワークにも力
を入れています。

ー

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 1法テラス函館法律
事務所を希望した理
由

2研修で何を学びた
いか

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス函館法律事務所
担当者：弁護士

■■■
■■

電話：0503383‐5562

8月24日(月)午前9時
●

場所：法テラス函館

法律事務所

有

(プログラム実施の
約1か月前）
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コー F
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容

ー

募繁条件
提出
害類

その他(内容等
の願会先など）

4－

開始日の
築合日時，珊所

片道50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
憾動予定の確定時期
の目安）

1639

法テラス

小規模型

事務所修習

法テラス旭川法

律事務所

9月7日(月） ～

9月11日(金）
(1週間）

1

■常勤弁謹士の法律事務
園情報提供業務
口民事法律扶助業務
竃国選弁護等関連業務
ロ犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
全国屈指の管轄面積を誇る地域で
す。事件によっては遠方に出かけ
ることもありますので是非お越し
下さい。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 応募瑚由をA4判1枚
以内で提出してくだ
まい
－

､【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
担当：代表常勤弁護士
電話：0503383-5565

集合時間：9時30分
集合場所：法テラス

旭川法律事務所

※受入決定後， 日程
確認のため上記事務
所までご連絡くださ

い。

有
(プログラム実施の
直前）

1640

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス釧路
8月24日（月）～

8月28日(金）
(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
囲情報提供業務
函民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務.
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
●

の

司法ソーシャルワーク活動・関

係機関との連携が活発である。
･・弁護士活動の管轄地域が広い

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(園)を参照

なし I法テラス釧路での

修習で学びたいこ
と，修習に期待する
こと」と題してA4判
1枚1200字程度で文
書を提出すること。

【受入決定前の連絡先。
問合先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス釧路法律事務所
担当者；弁護士

■
弁護士

■
。

電話：0503383-5569

受入期間初日 9時
30分

場所：法テラス釧路
法律事務所
(釧路市大町1-1-1道
東経済センタービル
1階）

有
(プログラム実施の1
か月前）



－

B-34

コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 句募築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

翻飽日の
i集合白時,増所

片遺駒キロメートル
を超える移動の
可能性の有鍛
(移勤予定の確定時期
｡の目安〉

法
テ
ラ
ス

1641

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス香川
8月31日(月)～
9月11日(金）
(2週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
■その他(関係機関との連携）

【事務所の特色】
刑事弁護，家事事件，債務整理を
中心とする本庁型法テラス

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(園)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内で提出するこ
と 。 。

－ ●

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話;■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】 ．
法テラス香ﾉll法律事務所
担当者：弁護士

■■
I■■

電話：0503383-5572

8月31日(月)9時

場所：法テラス香川

法律事務所
(香川県高松市寿町2
－3－11高松丸田
ビル9階）

有

(プログラム実施の1
か月前）

法
テ
ラ
ス

1642

一

法テラス
小規模型
事務所修習

法テラス高知法

律事務所

8月24日(月)～
8月28日(金）

(1週間）
1

■常勤弁謹士”法律事務

口摘報提供業蕊
■民事法獄扶助葉務
■国選弁護等関連業務

■犯罪被害者支援業務
口司法渦疎対策篭務
□その他

【事務所の特色】
関係機関との連携により受任する
民事・債務整理等が比較的多く、
また刑事事件も常に受任していま
す。 ．

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 簡潔なプログラム志
望理由書及び履歴書
を提出して下さい。

※書式は自由です。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

.【受入決定以降】
法テラス高知法律事務所

担当者:弁護士■■■■
■
電話：0503383-5576

8月24日(月)10時

場所：法テラス高知
法律事務所(高知市
本町4丁目1－37丸ノ
内ピル3F)

無
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コー 鋲
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募鍋条・件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時,畑所

片迦50キロメートル
差超える移動の
可能性の有無
(移勘予定の確定時期
の目安）

◆

1643

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス秩父法
律事務所

希望する場合，
所属弁護士の出
張先(裁判所・

他の法テラス事
務所・依頼者
方・出張相談場

所等）

8月14日(金)～．

9月18日(金）

上記の期間のう
ち士休日を除

き，申込者の希
望する連続した

任意の期間(2週
間前後を想定,、
3週間を超える
ことはできな

い）

申込時に具体的
な希望期間を記

載して下さい

1

．

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
■その他関係機関連携

【事務所の特色】
管内人口10万人弱，管内弁護士数
5名， うち3名が法テラス秩父所属
です。 72期全国プログラムでは，
業務同行・起案などのほか，弁護
士同席のもと法律相談を一緒に

｡

行って頂きました。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(圏)を参照

司法過疎対策に関心のある方 自己紹介と修習プロ
グラムに期待するこ
とを含む自己アピー
ル書面(様式自由）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス秩父法律事務所
担当者：弁護士

■
■■

電話：0503383-0023

修習開始日の午前9
時
(時刻応相談）

〒368-0041

埼玉県秩父市番場町
11－1

サンウッド東和2階
法テラス秩父法律事

務所

有

(不明）

法
テ
ラ
ス

1644

法テラス

過疎地型
事務所修習

.一

法テラス牛久

8月17日(月)～
9月11日(金）

※土日祝日除く

2週間

※希望する期間

を応募書類に記
載してくださ
い⑥

1

醒常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
債務整理事件、離婚事件、刑事事
件を主に扱っています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(園)を参照

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由、
履歴書可）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
霞話：■■■■■

【受入決定以降】
法テラス牛久

担当者：弁護士．

■
■■

電話：0503383-0511

受入決定期間の初日
午前9時00分

集合場所i法テラス
牛久(茨城県牛久市
中央5-20-11牛久

駅前ピル4階）

無



B-36

．q一 F
プログラム
名

増 所 期 間
募築
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
機合白時,珊所

片遺駒キロメートル
』

を超える移動の
可偽性の宥無
鯵動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

1645

９
９

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス下田法

律事務所
9月7日(月)～

9月11日(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士"〕法律寧務
口捕縄提俄業務

■民事法津扶助業務
圃国選弁蒋罪関連業務
ロ犯罪被害者支援黛務
■司法過疎対策誰瀧

□その他

【事務所の特色】
弁護士6人の地域にある事務所で
す。成年後見事件を含む様々な事

案を常時抱えています。刑事事件
はそれほど多くありません。
。 ゅ

※実施可能なプログラムは；黒塗
りチェックボックス<■)を参照

なし 研修で何を学びたい
かを含む応募理由書

A4判1枚程度。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センタ

。
一

常勤弁護士総合企画課
雷話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス下田法律事務所

担当者.:弁護士■■■
■
電話:0503383-0024

9月.7日(月)10時

場所：法テラス下田

法律事務所受付

無

法
テ
ラ
ス

1646

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス佐渡
9月7日(月)～

9月11日(金）
(1週間）

1

悪常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
麓民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
因その他

【事務所の特色】
過疎地域であるため有償事件も多
く受任しています。
また，後見業務，管財業務等の裁
判所選任事件も多くあります。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内で提出すること

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁
電話：
護士総合企画課

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス佐渡法律事務所
担当者：所属弁護士
電話：0503383-5422

9月7日(月)9時

場所：法テラス佐渡
法律事務所
(佐渡市河原田本町
394番地）

※受入決定後，必ず
事務所に連絡をくだ
さい

無
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コー 膜
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合白時，増所

片遺50キロ:メートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

1647

法テラス

渦疎地型
事務所修習

法テラス魚津
9月14日(月)～

9月18日(金）
(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
砿司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
○管内弁護士数7名
○成年後見等も含め家事事件が多
い◎

○福祉関係者との連携に取組中。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(園)を参照

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由）

【受入決定前の連絡先，
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス魚津法

担当者：弁護士

■
幽

電話：0503383-0030

受入決定期間の初日
午前9時30分
集合場所：法テラス

魚津〈富山県魚津市
釈迦堂1-12-18魚津
商工会議所ピル5階）

有

(プログラム実施の
直前）

法
テ
ラ
ス

1648

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス倉吉法
●

律事務所

以下のうち
ずれか1週間

(1)

し、

8月31日(月)～
9月4日(金）
(2)

9月7日(月)～
9月11日(金）
(3)
9月14日(月)～
9月18日(金）

※希望する期間

を応募書類に記

載してくださ
い。

1

圃常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
民事法律扶助及び国選刑事弁護を
中心としつつ，法テラスの過疎型
の事務所として多様な事件を取り
扱っています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし

〆

応募理由をA4判1枚
以内で提出すること

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話： I■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス倉吉法
担当者：弁護士
電話
歯

:0503383-5497

※受入決定後、必ず法テ
ラス倉吉法律事務所に連
絡を入れ、決定期間を自
身で贈認してください

受入決定期間の初日
午前10時

集合場所：法テラス
倉吉法律事務所(倉
吉市山根572
サンク・ピエスピル

202号室)

無
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B-38

コー F
プログラム
名

増 所 期 間
募焦
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日臨増所

片遺罰キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

1649

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス浜田法

律事務所
9月7日(月)～

9月11日(金）
(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務．
■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
閲司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
･少人数でアットホームな事務所
・債務整理・離婚・後見・刑事事
件が多い
・社会福祉協議会等と連携して司
法ソーシャルワークを実施

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 1法テラス浜田での

修習を希望する理
由、

2法テラス浜田での
修習で学びたいこ
と

を記載した書面(A4
判1枚程度)を提出し
てください。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス浜田法
担当者：弁護士律遡
電話：0503383-0026

9月7日（月）10時

場所：法テラス浜田
法律事務所

(島根県浜田市浅井
町1580番地第二龍
河ピル6階

最寄り駅：山陰本線
浜田駅徒歩3分）

有
(プログラム実施の2
か月前）

1650

法テラス
過疎地型

事務所修習

法テラス五島法

律事務所
■ ●

9月7日(月)～

9月11日(金）
(1週間）

2

囚常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
離島の弁護士事務所

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(困)を参照

なし 】職歴書

2「自身の目指す法
曹の姿」を簡潔にま
とめた文書

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス五島法律事務所

担当者:弁謹士■■■
■■
電話：0503383幻516

9月7日(月)9時30分

場所：法テ.ラス五島
法律事務所

有
(プログラム実施の1

週間前頃）



一
一

法
テ
ラ
ス

Ｆ
１
‐
ｔ
ｂ
ａ
ｆ
Ｐ
Ｉ
１
．
８
４
１
４
８
９
．
日
■
■
■
１
，
■
Ｕ
Ｐ
ｑ
２
Ｈ
Ｔ
９
ｌ
Ⅱ

B-39

コー ド
プログラム
名

増 所 期 間

＝ 凸

募纂
人数
修習内客 募築条件

提出
書麹

その他(内容等
の照会先など）

7 開始日の
築合日時,増所

片道50キロメートル
を超える移勤の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

1651

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス平戸法

律事務所

9月7日(月)～
9月11日(金）

(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
｢陸路で行ける日本最西端」があ
る平戸市内の事務所です。県内で

は、比較的刑事事件も多く扱って
います。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)･を参照

特になし 自己紹介を記載した
書面を提出してくだ
さい(A4で1枚以内を
目安にしてくださ
い）

｡~

【受入決定前の連絡先、
濁合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス平戸法律事務所
担当者：弁護士■■■

■■■■
電話：0503383-0468

9月7日(月)9時30分

場所：法テラス平戸

法律事務所

有
(プログラム実施の
直前）

法
テ
ラ
ス

1652

法テラス

過疎地型
事務所修習

●

法テラス雲仙法
律事務所

8月31日(月)～
9月11日(金）

(2週間）

1

面常勤弁護士の法律事務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■司法過疎対策業務
遍その他(各機関との連携等）

【事務所の特色】
長崎県雲仙市の小浜温泉街に所在
する事務所です。 1事件数が多
く、種類も豊富なこと、 2障がい
者・高齢者の事件が多く、成年後
見等業務も多いこと、3社会福祉
法人等と連携し、入口・出口支援
(罪に問われた人の社会復帰支援）
に取り組んでいることが、事務所

の主な特徴です｡

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 自己紹介

(A4判1枚程度）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス雲仙法律事務所
担当者：弁護士

■
■■■

電話:0503383-5324

8月31日(月)9時30分

場所：法テラス雲仙

法律事務所(長崎県
雲仙市小浜町北本町
14番地雲仙市小浜
総合支所3階）

有

(プログラム実施の1
か月～2か月前）



一
一

法
テ
ラ
ス

■■■■■■■■■■

■

I

法
テ
ラ
ス

Ｉ

Ｉ

０

１

’

1

B-40

コー F
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人数

修・習内容 募鐙条件
提出
書頚

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合白時,増所

片造50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

1653

法テラス
過疎地型
事務所修習

法テラス奄美法
律事務所

8月24日(月)～

8月28日(金）
(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
風民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
法律相談の申込みが多く，相談内
容から離島ならでは問題・課題に
ついて考えさせられることが多い

です｡

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(悪)を参照

なし 希望理由及び自己紹
介を記載した書面の
提出(書式自由）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】 * 巳

日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話 ●

● I■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス奄美法律事務所
担当者：弁護士■■ﾛ■
■
電話：0503383-0028

8月24日（月）
午前9時30分

場所：法テラス奈美

法律事務所

有
(プログラム実施の
直前）

1654

法テラス

過疎地型

事務所修習

法テラス延岡法
律事務所

9月14日(月)～

9月18日(金）
(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
宮崎県北にある過疎地型事務所で
す。 、
近年は，出張相談や福祉関係機関
との連携を行っています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし

●

応募理由をA4判1枚
以内で提出すること

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
雷話：■■■■■

｡

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス延岡法律事務所
担当者：弁護士

曹
ﾛ■■

話：0503383-0520

受入決定期間の初日
午前10時00分

集合場所：法テラス
延岡法律事務所(延
岡市祇園町l－2－7

UMK祇園ビル2F)

※受入決定後、必ず
法テラス延岡法律事
務所に連絡を入れ､. ・
決定期間を自身で確
認してください

有、
(プログラム実施の1

か月前）



B-41

．－F
プログラム
名

堪 所 期 間
募焦
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

片道駒キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
鯵勘予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

1655

法テラス
過疎地型
事務所修習

法テラス

宮古島
9月7日(月)～

9月18日(金）
(2週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
湿司法過疎対策業務
□その他．

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(圏)を参照

なし

藍←

1自己紹介
2希望理由

3学びたい内容
以上をA4判2枚程度
にまとめて提出して

下さい。
【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話： ﾛ■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス宮古島法律事務
所
担当者：弁護士

■
I■■

電話:.0503383-0201

9月7日(月)9時

場所：法テラス宮古
島法律事務所
(沖縄県宮古島市平
良字西里1125番地宮
古合同庁舎1階）

有

(プログラム実施の1
か月前)

法
テ
ラ
ス

1656

法テラス

過疎地型

事務所修習
法テラス鹿角

8月31日(月）

9月4日(金）
(1週間）

～

2

■ ●

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
恩司法過疎対策業務
□その他

※実施可能なプログラムは，黒塗．
りチェックボックス(園)を参照

なし

心
ｅ

1自己紹介， 2法テラ

ス鹿角で学びたいこ
と，をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください(書式自
由） 。 【受入決定前の連絡先、

問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁謹士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】 〆．

法テラス鹿角法律事務所

担当者:弁護士■■■■ﾛ

電話：
｡

0503383-1416

8月31日(月)午前9時
30分

場所：法テラス鹿角
法律事務所(秋田県
鹿角市花輪字下花輪
50番地鹿角市福祉

保健センター2F)
※連絡事項等があり
ますので，修習の一
週間程前に，事務所
に連絡ください｡

有
(不明）



B-42

コー ド
プログラム
名

埋 所 期 間
募築：
人数
修習内容 募集条件

提出
客類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時b増所

片遺駒キロメートル
を超える移動の
可飽性の有無
鰐動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

1657

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス汀姜
8月24日(月)～

9月4日(金）
(2週間）

1～2

ﾛ常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援
腫司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
家事事件，相続事件が比較的多い
事務所です。司法過疎地域ならで
はの事件もあります。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由
履歴書可）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス江差法律事務所

担当者:弁護士■■■■
■■
電話:0503383-5563

8月24日(月）
午前9時

集合場所：法テラス
江差法律事務所
(北海道桧山郡江差
町字中歌町199-5)

有
(不明）

法
テ
ラ
ス

1658

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス八雲法
律事務所

9月7日(月.)～

9月11日(金）
(1週間）

1～2

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

申

●

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(麹)を参照

一

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由、
履歴書可）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センタ

・
一

常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス八雲法律事務所

担当者：弁護士■■■
電話：0503383-8366

9月7日(月)9時

場所：法テラス八雲
法律事務所

I

有

(プログラム実施の1
か月～2週間前）



B-43

コー 浜
プログラム
名

増 所 期 間
募鰯
人数
修習内容 募繁条件 書Ⅳ頚

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
第合日時,珊所

片遭駒キロメートル
を超える移動の
可飽性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

1659

法テラス

渦疎地型

事務所修習
法テラス須崎

9月7日(月)～
9月11日(金）

(1週間）

1～2

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
ロ犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
民事・刑事の事件があります。関
係機関連携にも力を入れていま
す｡

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照．

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由、
履歴書可）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス須崎

担当者:弁護士■■■
電話：0503383-5579

9月7日(月)9時00分

場所：法テラス須崎
法律事務所

有

(プログラム実施の2
か月～3か月前）

法
テ
ラ
ス

1660

法テラス

扶助・国選型
事務所修習

法テラス熊谷法
律事務所

希望する場合は
所属弁護士の出
張先(裁判所、
他の法テラス事
務所、依頼者
方､出張相談場
所等）

(1)
8月

8月

(2)
9月

9月

17

28

14

18

日
日
日
日

月
金
月
金

く
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

～

～

上記の期間のう
ち士休日を除き
申込者の希望す
る連続した任意
の期間(1週間～
2週間程度）

※申込時に具体
的な希望期間を
記載してくださ
い

1

函常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務

、

園国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
回司法過疎対策業務
圃その他

【事務所の特色】
民事法律扶助事件や、刑事国選弁
護事件、司法ソーシャルワーク業
務(認知症カフェとの連携など)を
主に扱っています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(画)を参照

なし 1自己紹介
2修習プログラムで
学びたいこと
3法テラス熊谷を希
望した理由

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス熊谷法律事務所

営
者：弁護士 ■■
電話：0503383－5380

受入期間の初日
午前10時集合

集合場所：法テラス
熊谷法律事務所(埼
玉県熊谷市筑波3－
195熊谷駅前ピル7
階）

※受入決定後、必ず
法テラス熊谷法律事
務所に連絡を入れ、
決定期間を自身で確
認してください

有

(プログラム実施の
直前）



B-44~

コー F
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人数
修習内容 募築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
凝合白時,増所

片道50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
憾動予定の確定時期
の目安〉

法
テ
ラ
ス

1661

法テラス

扶助・国選型
事務所修習

法テラス佐世保
法律事務所

8月31日(月)～
9月11日(金）

(2週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
当事務所は民事事件・刑事事件を
幅広く行っているほか、福祉関係

者との連携(出張相談、会議の出
席等)に積極的に取り組んでいま
す｡

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 1法テラス佐世保法
律事務所を希望した
理由
2研修で何を学びた
いか ‐

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。

【受入決定前の連絡先
問合せ先】

日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス佐世保法律事務
所

担当者:弁護士■■■
■
■

弁護士 ■■

電話：0503383-5516

の
■

8月31日(月)9時30分
ヨ

場所：法テラス佐世

保法律事務所

一

無

・
公
設
事
務
所
等

1662
公設事務所等
修習．

弁護士法人東法
律事務所
(旧気仙沼ひ

まわり基金法律
事務所）

以下のうち ，

ずれか1週間

(1)

い

8月24日（月）～

8月28日(金）

(2)
8月31日(月）
9月4日(金）

～

※希望する期間
を申込書に記載
すること。

1

.旧公設事務所における業務内容
を見学し，地方における法律事務
所の実務を学習する。
震災にかかるNPO法人の取組
の様子なども見てもらう。

･なし(メールにより自己紹
介・志望動機や見たい内容を
伝えてもらい選出する。 ）
※当事務所は,参加希望者
の「選択型実務修習プログラ
ム申込書(全国)」を所属庁会
を通じて受領した後，同希望
者に対じメールを送って上記
自己紹介等を求めるので，適
宜対応して頂きたい。

なし

｡ ①

弁護士法人東法律事務所
(電話0226-25-7234,
メールアドレス：。

集合日時：開始日の
午前9時

集合場所：弁護士法
人東法律事務所

有
(プログラム実施の1

か月前）



B-45

．‘一 膜
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

拠出
害類

その他(内容等
の照会先など） 築合日時,焔所

片遺駒キロメートル
を超える移勘の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

公
設
事
務
所
等

1663
公設

習

事務所修 下田ひまわり基

金法律事務所

8月24日(月)～

8月28日(金）

(1週間）

1

公設畢拐IﾂTにおける栗湧内容を

見学し、司法過疎地における弁護
士業務を学習する 0

なし 応募理由書(200文字
程度で作成のこと）

下田ひまわり基金法律事
務所(電話0558-25-
2131）

集合日時：8月24日
(月)午前9時30分

集合場所：下田ひま
わり基金法律事務所

有

(不明）

6

公
設
事
務
所
等

1664
公設事務所等
修習

相馬ひまわり基
金法律事務所

9月14日（月）～
9月18日(金）

(1週間）

「

1

公設事務所における業務内容を
見学し，事件対応，関係先との連
携のあり方，地域における問題へ
の取組み，公設事務所の意義を学
習する6

公設事務所の意義及び各種
制度，東日本大震災・東京電
力福島第一原子力発電所事
故，令和元年台風19号等の被
災地の状況や起きている法律
問題について，プログラム開
始時までに可能な限り学修し
たうえで本プログラムに臨む
ことができる者（プログラム
開始当初に，学修してきた内
容を確認します）

応募理由，取り組み

たいこと，事前に学
修しておくことが必
要と考える具体的事
項，希望する法曹像
を記した書面（書式
自由）

相馬ひまわり基金法律事
務所
(電話0244-37-2560） ●

｡

集合日時：9月14日
午前9時30分

q ●

集合場所：相馬ひま
わり基金法律事務所

有

(プログラム実施の3
週間前）



’
一

公
設
事
務
所
等
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１
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．0－ F
プログラム
名

堪 所 期 間
募藻
人数
修習内容 幕桑条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，場所

片通則キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の碗定時期
の目安》

1665
公設事務所等
修習

弁護士法人空と
海そらうみ法
律事務所奄美事
務所(旧ひまわ
り基金法律事務

所）

9月7日(月)9:00
～

9月11日

(金)17:30
(1週間）

1

奄美大島(鹿児島地方裁判所名
瀬支部管内)にある事務所(旧ひま

わり基金法律事務所)における業
務内容(離島間の出張，裁判所期
日，法律相談等)に携わり，司法
過疎地域の現状及びその対策等を
修習する。

．● 出張で飛行機を利用する可
能性があるため，飛行機での

移動を苦手としないこと。

･履歴書
･志望理由書(書式

自由）

･事務所ホームページ
ww.soraUmi-lawbcom
●． ｢自由と正義」 （日本
弁護士連合会)2015年1月
号．75頁｢奄美群島に見
る司法アクセス障害の現
状と課題」

集合日時：9月7日
(月)午前9時
場所：事務所

有

(プログラム実施の2
か月前）



A－1

A班(修習地が東京(立川を含む。），横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸,奈良，大津及び和歌山）

コー 膜
プログラム
名

坦 所 期 間
募集
人数
修習内容 募築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
襲合日時,珊所

片道50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の砿定時期
の目安）

国 2101 法務行政修習 法務省
10月5日(月)～

10月9日(金）
(1週間）

35

法務省の機構を知るとと．もに，
各部局がどのような役割を果た
し ， どのように津携して法務行政
が運営されているかを学ぶ。
法務省各部局職員による法務行
政に関する講義，同演習・関連施
設見学など。

なし。
ただし，応募者が募集人数
を超えた場合は抽選とする。

ヴ

■ 夕

し

【照会先】
法務省大臣官房人事課検
察官人事第一係

(03-3580-4111内線■）

※法務省から施設見学先
への移動に必要な交通費
等は， 自己負担とする。

【集合日時】
10月5日(月）

午前9時30分
【集合場所】
東京都千代田区霞が

関1-1-1
最高検察庁大会議室

※司法修習生の身分
証明書を持参するこ
と 。

･有

一

(8月上旬から中旬ま
での間）

国 2102
参議院法制局
修習

参議院法制局

10月26日（月）～

10月30日(金）

(1週間）

1

法制執務(法政策の形成、立法
技術、立法過程等)についての講

義、具体的な議員立法の立案等の
事案の検討、関係資料の作成等

●ー

l法制執務について関心を有
し、意欲的に取り組むこと
2修習に当たり、秘密厳守につ
いての誓約書を提出すること

ー4

I職歴書
2志望動機説明書

総務課
(03-5521-7729）

集合日時： 10月26日
午前9時

集合場所：参議院法
制局総務課



A－2

コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
幕撫
人数
修習内容 募築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

片遡削キロメートル

を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

国 2103
厚生労働省中
央労働委員会
審査実務修習

中央労働委員

会事務局

10月12日(月.)～
10月16日(金）
(1週間）

4

不当労働行為審査手続のうち、
調査(和解のためのものを含む。 ）
や審問の傍聴及びそれに必要な事
件記録の閲覧のほか、命令原案骨
子の作成､､不当労働行為救済制度．
及びその手続等に関する講義など

寺■

大学若しくは法科大学院に
おいて労働法を履修した者、

又は合格した司法試験論文式
試験の選択科目について労働
法を選択した者

1履歴書(写真添付）
2中央労働委員会で
の修習を希望する理
由及び労働法に関す

る履修状況等を記載
した書面(1200字程

度）

中央労働委員会事務局審
査課

(電話03-5403-2155)

10月12日午前9時30
分
事務局審査課
(東京都港区芝公園1
－5－32労働委員
会会館5階）

､無

地
方
自
治
体

2104
地方自治体修

習
や
め

●
栃木市

10月26日(月)～
10月30日(金）
(1週間）

1

自治体業務を通じて、~行政実務
における法曹資格者に対する法的
ニーズを学ぶため、次の業務に追
ついて修習する。

･弁護士資格を有する任期付き職
員とともに行う庁内の法律相談業
務
･条例、規則などの例規審査業務

など

なし 履睡書

総務部総務課
文書法規係
(醗 ．

C a

集合日時： 10月26日
午前8時30分

集合場所：栃木市総
務部総務課

無



A－3

コー 障
プログラム
名

堪 所 期 間
募築
人数
修習内容 募鏡条件

出
類

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合白時．増所

片道50キロメートル
ウ

を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

地
方
自
治
体

2105
地方自治体修
習

大津市
10月5日(月)～
10月9日(金）
(1週間）

1

自治体における法的紛争の相談
業務を経験する。
具体例
日常の業務における法的紛争
訴訟に係る事案
人事管理的な法的紛争

‐ 6

大津市と利害関係がある方
は、御遠慮ください。

特になし

総務部人事課

担当■■
h077-528-2711

－－

集合日時： 10月5日
午前8時30分
集合場所：大津市役
所本館2階人事課

無

2106
地方自治体修

習
新潟市

10月19日(月)～

10月23日(金）
(1週間）

2

地方行政において法曹有資格者

が関わる業務を体験し，地方行政
における法的ニーズを学ぶ。
(法務担当部署，債権管理担当部
署，児童相談所での業務体験な
ど）

自治体業務における法曹資
格者の役割に関心があり，意
欲的に取り組む者
･実習を踏まえて「地方行政
における法的ニーズについ

て」のレポート (A4用紙1枚程
度）を当市へ提出できる者

･志望理由書（自治
体での修習で学びた
いことを含む）を提
出 。
･決定後に，守秘義
務等についての誓約
書を提出すること。

総務部
人事課人材育成室
(電話025-226-2493）

日時: 10月19日(月）

午前9時

場所：新潟市役所本
館5階総務部人事課

無



A－4

コー F
プログラム
名

塙 所 期 間
築
数
募
人 修習内容 募集条件

提出
書譲

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
築合日時，増所

片進釦キロメートル
を超える霧動の
可能性の有無
嶋艶予定の確定時期
の目安）

児
童
相
談
所

2107
児童相談所に
おける修習

名古屋市中央

児童相談所

10月5日(月)～
10月9日(金)

(1週間）

1

児童相談所における福祉行政活
動全般と法務における各種体験

･子どもの権利を守る仕事に
高い興味があること

b e

･履歴書

･小論文(児童福祉
における法曹の役割
について）

･2000字程度
･書式指定無し

名古屋市中央児童相談所

相談課■■■■■
(052-757-6111）

10月5日（月）

午前8時40分
名古屋市中央児童相
談所1階ロビー

有

(プログラム剣愈の
2 ， 3か月前）

児
童
相
談
所

2108
児童相談所に
おける修習

名古屋市西部

児童相談所

10月5日(月)～
11月6日(金)ま

でのうち希望す

る1週間(月曜日
始まり）

1

児童相談所の業務、常勤弁護士
の業務について学ぶ(児童相談所
に関する講義、家事審判期日や司
法面接の同席、家庭訪問同行、一
時保護所、施設見学、関係機関の
会議の同席など(日程の都合上実
施できないこともある)。

児童相談所の業務や児童虐待

に興味がある者
l履歴書、 2志望理由
書(A4， 1枚程度)、 3
希望する期間(月曜
日から始まる1週間）

主幹(弁護士)根ケ山裕子
(電話：052-365-3231）

集合場所：開始日午

前8時45分
集合場所：名古屋市
西部児童相談所

有
(プログラム実施の1
週間前）



A－5

．－F
プログラム
名

塙 所 期 間
募集
人数
修習内容 募粛条件

提出
書．類

その他(内容等
の照会先など）

開始白の
集合日時,堪所

片道50キロメートル
を超える移動の
可飽性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

国
際
機
関
等

2201 国連機関修習

国連難民高等

弁務官事務所
(UMICR)駐日事
務所

10月5日（月）～

10月23日(金）

(3週間）

1

難民保護およびUNHCRの活動に
関する基礎研修の他、UNHCRの援

助対象者に関する国内外の裁判例
や出身国情報などの調査・分析な
どを通じて、難民保護やⅢⅧCRの
活動について理解する。

人権，難民保護に関心のあ
る方，英語に堪能な方,Mi
crosoftWord .E

xcelを含む基礎的なコン

ピュータ技術をお持ちの方，
UNHCRによる筆記試験及
び電話面接を受けられる方

グ

志望動機，経歴書及
ぴUNHCRPersonal

HistoryForm

(https://ww.unhcr
､org

申 ■

/how-tO-

apply・html)を英語
で提出してくださ
い｡･語学能力検定試
験の点数があれば書
いてください。語学
検定試験の証明書が
すぐ手元にあればそ
ちらも御提出くださ
い◎

内容等に関するご質問や
ⅢⅧCRPersonalHistory

FOrmがダウンロードでき

ない場合は、UNHCR駐日
事務所法務部
(03-3499二2075)にご連絡
下さい。

10月5日(月)午前10
時。

東京都港区南青山6－
10-11ウェスレーセ
ンター

UNHCR駐日事務
所法務部

有

(直前（修習開始
後。但し本人の意向
を尊重する。 ） ）

国
際
機
関
等

2202
国連専門機関
修習

国際労働機関
(ILO)駐日事務
所

10月5日（月）～
10月23日(金）

(3週間）

1

ディーセント・ワーク(働きが
いのある人間らしい仕事)を中心
として、国際労働機関(ILO).の活
動内容一般について理解を深め
る6国際労働基準、ディーセン
ト・ワークの概念、 「仕事の未
来」 、サプライチェーンにおける
労働CSR等を日本国内で普及させ
るための広報活動の補助や、世界
におけるデイーセント・ワークに
関連する日本の労働法制に関する
情報の収集及び報告の作成、等の
日常業務を通じて、国際機関の仕
事に触れる。

労働法、国際労働基準に関
心を持ち、大学あるいは法科
大学院において労働法を履修
した方。一定の英語力
(TOEIC860点,.TOEFL iBT96点
相当以上)を有する方。
刑即、EXCEL，パワーボイン
トを含む基礎的なコンピュ
タ技術を持っている方。

金
一

ILO駐日事務所による書類選
考・電話インタビューを経
て、決定後は、インターン

シップに関する覚書(見本別
添)に署名する等、 ILOのイン
ターンシップに関するルール
を適用する。

経醗書(日英)及び
T0EIC/TOEFLの点数

を記載した証明書。
決定後に、最寄りの

医療機関が発行した
健康証明書(最近受

診した健康診断書の
コピー可)。

ILO駐日事務所
(03-5467-2701）

10月5日(月)午前9時
30分渋谷区神宮前
5-53-70，国連大
学本部ピル1階の受
付で8階のILO駐日事
務所に連絡

無



A－6

コー 原
プログラム
名

場 所 期 間
募築
人数
修習内容

■ 里

募集条件
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

片道50キロメートル
を超える移勤の
,可能性の有無
幡動予定の磯定時期
の目安）

国
際
機
関
等

2203

国際協力(法

整備支援)修
習

■ ｡

独立行政法人
国際協力機構

(JICA)本部、
国内機関等(東
刺

10月19日（月）～

10月30日(金）

(2週間）

2

我が国のODA事業と国際協力
機構(J1.CA)の業務目的と概要
を知るとともに， 日本の法整備支
援が，最高裁判所，法務省， 日本
弁護士連合会
機関とどのよ

，大学関係者等関係
うに連携して実施。

運営されているのかを学ぶ。
また, JICA国際協力専門員
(弁護士） ・職員による法整備支援
に関するガイダンスの受講, JI
CAが開発途上国において実施中

の法整備支援に関わる事務作業一
般のOjTを通じ, .国際協力及び
法整備支援について理解を深め
る ｡

(1)国際協力及び法整備支援に
関心を有する者

. ◆

(2)一定の英語力を有する者
(TOEFLPBT550点程
度
ぱ
能
，
。

iBT80点程度)があれ

より効果的な修習が可

修習に当たっては，誓約書を
提出すること。

(1)経歴書(TOEF
L TOEIC受験歴
があるときはその点数

を記載し，証明書も必
要）

(2)当機構での修習を
希望する理由(A4用紙

1枚程度。 1法整備支援
について知ったきっか

け， 2この研修に期待

することや今後のキャ
リアにどう活かしたい
かを含めた内容とする
こと。 ）

(3)修習先の弁護士会
からの承認書(受撚決
定後）

独立行政法人国際協力機
構産業開発・公共政策部
ガバナンスグループ法。
司法チーム

(■■■■■）

承認書フォームの送

付と併せて，追って
決定者に対し，連絡
します。

無

国
際
機
関
等

2204 ‘ 国連機関修習
国際移住機関
(IOM)駐日事務
所

10月5日(月)～
11月4日(水)の

間の2週間

※希望する期間
を申出書に記載
すること。

1

国際機関による日本において保
護・支援を必要.としている移民
(外国人)のための様々な活動内容
に触れること。
日本の出入国管理政策・人身取

引対策・移民政策の現状と課題に
触れること。

移住問題に関心があること
英語力があること。
日本に在住する外国人の母
語のいずれかを話せればなお

良い ｡
◆

腿歴書(日・英）
志望動機(日）
語学能力を証明する
書面

国際移住機関駐日事務所
(TELO3-3595-2487,
FAXO3-3595-2497)

修習開始日の午前10

有
(プログラム実施の2
か月前）



A－7

コー ド
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

拠出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
察合白時,…溺所

片道印キロメートル
を超える移勤の
可龍性の有無
《移勵予定の確定時期
の目安）

国
際
機
関
等

2205

日本弁護士連
合会国際室に
おける修習

日本弁護士連

合会

10月12日（月）～

10月23日(金）
(2週間）

1

日弁連における国際業務(特に
組織としての海外弁護士会との関

わりや，会員の国際活動支援な
ど)について経験し，弁護士及び
弁護士会の活動の国際的広が.りを
学ぶ◎

日弁連及び日弁連会員の国
際活動に興味を有する者

英語によるコミュニケーショ
ン(読み書きを含む。 ）がある
程度可能である者

決定後，守秘義務等につい
ての誓約書を提出すること ◎

･厨歴書(和文）
･英語能力を示す書
類等(任意）
･志望動機説明書
(A4判。 日英いずれ
も可）

日本弁護士連合会企画部

）

集合日時： 10月12日
午前9時30分

集合場所：弁護士会
館15階

無

福
祉
機
関

2301
社会福祉協議
会修習

練馬区社会福
祉協議会

10月9日(金)～
10月29日（木）

の間で10日間あ
るいは15日間

1

社会福祉協議会における各種体

験【ボランティア・地域福祉推進
センター，障碍者地域生活支援セ
ンター，福祉作業所（就労継続支
援B型事業所）
夕一 ，

， 権利擁護セン
生活困窮者自立支援法に基

づく支援センター等での地域福祉
の推進について】

修習確定後，事前レボート
(所定様式あり, A4サイズ1
枚）を提出すること。

方
地域福祉に強い関心のある

。

※応募時に希望の期間（10日
間あるいは15日間）を申告す
る事0

個人票（履歴書A4判
1枚）

練馬区社会福祉協議会
経営管理課総務係．
(電話03-3992-5600)

修習確定後追って連
絡

無



A－8

コー F
プログラム
名

場 所 期 間
薬
数
募
人 修習内容 募侭条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
‘第合白隙･増所

片道別キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

福
祉
機
関

2302
社会福祉協議
会修習

豊中市社会福
祉協議会

づ
Ｆ
ｏ

10月5日（月）～

10月16日(金）
(2週間）

2

社会福祉協議会における各種体
験(地域見守り活動, ､住民による
何でも相談，サロン， コミュニ
ティソーシャルワーカー事業，権
利擁護事業等) ．

社会福祉協議会の事業内容につ
いては，ホームページで参照のこ
と 。

http://www.toyonaka-
Shakyo.or.jp/

NHK地域づくりアーカイプ

スで豊中市社会福祉協議会の
取組を事前に確認しておくこ
と 。

*

http://www.nhk.or.jP/chiiki
/movie/?das_id=DOO15010061_
00000

なし

豊中市社会福祉協議会地
域福祉課

(電話06-6848-1279）

10月5日 （月） 8：45

壁中市すこやかプラ
ザ

無

福
祉
機
関

2303
社会福祉協議
会修習

山形市社会福
祉協議会

10月5日(月)～
10月9日(金）
(1週間）

1

1位芸掘祉既麓陵会の柔祷内谷埋1群

2法と社会福祉の関わりを学ぶ
3高齢者《障がい者、生活困窮者
の支援を通じ、権利擁護の視点を
学ぶ

4成年後見センターの機能を学ぶ

社会福祉協議会で修習した
い理由を説明できる方。

志望動機書(300字
～

400字程度）

山形市社会福祉協議会
023-674-0680

10月5日午前8時30分
～ 山形市社会福祉
協識会にて．

無
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コー 蔭
プログラム
名

堀 所 期 間
築
数
募
人

●

修習内容 募集条件
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
案合日時，増所

片遺50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
<移勘予定の確定時期
の目安）

福
祉
機
関

2304
社会福祉協議
会修習

社会福 10月5日（月）～
10月9日(金）
(1週間）

1

住芸描梱上既譲芸実施畢栗の停驍

･成年後見サポートセンター事業

･生活困窮者自立支援事業
･障害者相談支援事業
･地域福祉推進事業

特にありません。
高知市社会福祉協議会の事業
に関心のある方

修習生の経歴・志望
動機のわかるもの

高知市社会福祉協議会共
に生きる課
088一856-5539

令和2年に事務所移
転の予定があり新事
務所が決定次第連絡
致します

無

福
祉
機
関

2305
社会福祉協議
会修習

宝塚市社会福
祉協議会

①
10月12日（月）～

10月16日(金）
(1週間）

②
10月26日(月)～
10月30日(金）

(1週間）

※希望する期間
を申出書に記載
すること。

1

社会福祉協議会における各種体
験(権利擁護事業、 日常生活自立
支援事業、地域福祉推進事業、そ
の他の事業にかかる講義・施設見
学・業務見学・体験など）

なし ･履歴書
･応募動機
(A4用紙1枚800字
程度）

宝塚市社会福祉協議会
(電話0797-86-5000)

白 ■

集合日時：初日の午
前9時

集合場所：宝塚市総
合福祉センター

無

●
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コー F
プログラム
名

堪 所 期 間
集
数
募
人 修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，壇所

片遭50キロメートル
を超える移勘の
可飽性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

民
間
企
業

2401 企業修習
ヤフー株式会

社

11月4日(水)～

11月13日(金）
(約2週間）

1

法務担当部署における各種体験
(法務相談、政策提言､訴訟等）

指定なし 指定なし

コーポレート法務統括本
部法務本部

午前10時
18F受付

無

民
間
企
業

2402 企業修習

パナソニック

株式会社
本社

10月5日(月)～

10月9日(金）

(1週間）

1

機関運営
訟・紛争

、契約､･法務相談、訴
コンブライアンス業務

等を通じた企業法務の実習

特になし

〆

志望理由書(書式自
由、 200字程度まで）

法務・コンブライアンス
本部

法務部
担当：
3071）

中島(080.-9923-

10月5日(月)午前10
時

パナソニック株式会

社本社
大阪府門真市大字門

真1006番地

無
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コー 膜
プログラム
名

堀 所 期 間
■

も

句 錐
数
募
人 修習内容 募築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時b場所

片進50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

民
間
企
業

2403 企業修習

パナソニック
株式会社

グローバル調
達社

10月5日(月)～
10月16日(金）

(2週間）

1

調達に関わる取引基本契約、下
請法対応、コンブライアンス推進

活動(接待ルール、贈収賄等)、輸
出入管理業務を通じた企業法務の
実習

特に無し 志望理由書(書式自
由、 200字程度まで）

グP

グローバル調達社
法務部事業法務課
(tel:080-7683-6001(担

当：山澤)）

集合日時：
10/5(月)午前9時
集合場所：
大阪市中央区北浜東
4番33号一

北浜ネクスピル8階．
受付

(グローバル調達社）

無

民
間
企
業

2404 企業修習
九州旅客鉄道
株式会社

10月12日(月)～

10月16日(金）

(1週間）

1

法務担当部署における各種体験
(法律相談，企業倫理など）

なし なし

人事部(任免・給与）

(電話092-474-2761）

集合日時：
10月12日午前9時

集合場所：
JR九州本社7F受付

一

無



A－12

コロー ド
プログラム
名

堪 所 期 間
瀞築
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
纂合日時,燭所

片道50キロメートル
を超える移動の
可能性の有雛
(移勘予定の碗定時期
の目安）

● ■

民
間
企
業

2405 企業法務修習
両備ホール
ディングス株
式会社

10月26日(月)～
10月30日(金）

(1週間）

1

法務担当部署における各種体験
(契約書審査・新規ビジネスに関
するリーガルチェック及び文献リ
サーチ・リスクマネジメント体制

の榊築手法等）

企業法務に興味があり、周
囲と協調して修習を行える人

い℃

志望理由書(A4用紙1
枚程度）

法務リスクマネジメント
部(086-232-2177)

ゆ I

集合日時
10月26日午前8時40
分
集合場所
両備ピル3階

無

民
間
企
業

2406 企業修習
東日本旅客鉄
道株式会社

10月19日(月)～
10月23日(金）
(1週間）

2

･法務担当部署における各種体験

(企業法務実務の理解、支社法務
実習等）

・法務以外の部署における業務体
験(当社施設見学、グループ会社
訪問等）

当社事業に関心のある方又は
事業会社の法務部門の業務に
関心のある方

服歴普く書式自由)及

び以下のいずれかの
小論文

1 「当社事業に関し
てお気づきの点又は

関心のある事項(法
務関連事項を含
む)j
2「事業会社の法務
部門(企業法務)が果
たすべき役割」
(A4用紙3枚程度）

総務・法務戦略部
法務ユニット(法務企画）
(03-5334-1355）

集合日時：10月19日
午前9時20分
集合場所：東日本旅
客鉄道株式会社本社
ピル(新宿）

有
(プログラム実施の
約1か月前）
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．｡－ F
プログラム
名

堪 所 期 間
募築
人数
修習内容 募集条件

提出
番麺

画 ､

その他(内容等
の照会先など）

開始白の
撫合白時，珊所

片遭別キロメートル
を超える移動の
可龍性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

民
間
企
業

2407
企業内法務実

務修習

ユニリーバ。

ジャパンか
ホールディン
グス株式会社

11月2日（月）～

11月13日(金）
(2週間）

5名迄

日用消費財を扱うグローバルカ
ンパニーの日本法人における企業
内法務実務体験
契約、商標、著作権、ブランド保
護、 トラブル処理、製品。.広告表
一

刀電 Businesslntegrity関連)、
消費者動向を理解するための
Shop/TradeVisit、他外資系企業
内法務実務家、弁護士事務所等と
の交流、人事担当者によるキヤリ
アデベロップメントに関する対

話、他部署(マーケティング、サ
プライチェーン、営業等)より、
ビジネスに関するinduction、実

際の案件相談への参加・対応、他
企業と合同の交渉セッションへの
参加等

(1)グロ
》
一バルカンパニーに

おける働き方に興味があるこ
と

(2) 日用消費財業界に興味が
あること

(3)企業内法務が企業経営に
果たす役割に興味があるこ．
と

(4)英語でのコミュニケー
ションにチャレンジしてみた
いという希望があること、

(5)チームワークでの仕事の
仕方に興味があること
(6)人的ネットワークの構

築・拡大に興味があること
(7)常に物事をpositiveに捉
ズ． 誠実であること。

(1)履歴書（2）志
望理由および将来の

キャリアに関する考
え方(日本語および

英語、それぞれA4．
2枚程）

ユニリーバ・ジャパン。
日時： 11月2日
10:00

集合場所：
ユニリーバ・ジャパ

ン受付(東京都目黒
区上目黒2－1－1中目
黒GTタワー22階)、
詳細はおって連絡

り
ら ■

無

裁
判
所

2501
最高
習

裁判所修
最高裁判所

10月21日(水）

(1日）
10

最高裁判所の庁舎見学，最高裁
判所調査官(民事･刑事)による講
義，記録検討，最高裁判事による
講話等

、

なし 申込勤鵬を記載した

希望理由書(A4･1~
2枚）

追って，受講者に対
し，受講日までに準
備しておくべき事項
を通知する。

最高裁判所裁判部第二訟
廷事務室裁判関係庶務係
03-3264-8573 ． 、

10月21日(水）

午前9時15分
最高裁判所
(集合場所等は，修
習確定後，追って通
知する。 ）

■
の

無
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コー ド
プログラム
名

墹 所 期 間
集
数
募
人 修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など)

開始日の
典合日時，場所

片進50キロメートル
を超える移勤の
可飽性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

裁
判
所

2502

地裁知的財産

権部修習

(東京）

東京地方裁判
所民事部

10月5日(月)～
10月16日(金）

(2週間）

20

東京地裁知財部における知財事
件の記録検討，判例・学説の調
査， メモ(サマリー)の作成，法廷
傍聴
研究
弁論準備手続傍聴，ケース
知的財産権事件についての

講義(半日)，特許庁見学(半日)及
び知財高裁における記録検討，法
廷傍聴等(2日間）

1大学若しくは法科大学院にお
いて知的財産権法関係の講座

を受講し，単位を取得した
者， 2司法試験において知的財
産法を選択した者，又は3知的
財産権法に高い関心を持って

おり，知的財産権訴訟に関わ
る知識・技法を修得する意欲
のある者
※1ないし3の番号を申込書に
明記すること。

※応募者が募集人数を超えた
場合は抽選とする。
※抽選の結果,落選した者に対
し コード2503への変更希望
の有無について，別途調杳す
ることがある。

募集条件3の場合に
は， （1椥的財産権法
関係で関心を持って

いる分野等， (2)知的
財産権訴訟に関わる
知識等の修得を志す
理由をA4用紙1枚程

度にまとめて提出す
ること。その他は，
追って受講者に対し
通知する。

(単位の証明書等は
不要）

東京地方裁判所総務課庶
務第二係(電話03-3581-
2291ダイヤルイン）

10月5日(月）
午前9時10分
東京地方裁判所研修

室(9階南側）

無

裁
判
所

2503

地裁知的
権部修習
(東京）

財産
東京地方裁判
所民事部

11月2日（月）～
11月13日(金）
(2週間）

20

東京地裁知財部における知財事
件の記録検討，判例・学説の調
査， メモ(サマリー)の作成，法廷
傍聴
研究

９
９

弁論準備手続傍聴，ケース
知的財産権事件についての

講義(半日)》特許庁見学(半日)及
び知財高裁における記録検討，法
廷傍聴等(2日間）

1大学若しくは法科大学院にお

いて知的財産権法関係の講座
を受講し，単位を取得した

者， 2司法試験において知的財
産法を選択した者，文は3知的
財産権法に高い関心を持って
おり，知的財産権訴訟に関わ
る知識・技法を修得する意欲
のある者
※1ないし3の番号を申込書に
明記ずること。

※応募者が募集人数を超えた
場合は抽選とする。

※抽選の結果,落選した者に対
し ， コード2502への変更希望
の有無について，別途調査す
ることがある。

募集条件3の場合に

は， （1脚的財産権法
関係で関心を持って
いる分野等， （2脚的
財産権訴訟に関わる
知識等の修得を志す
理由をA4用紙1枚程

度にまとめて提出す
ること。その他は，
追って受講者に対し
通知する。

(単位の証明書等は
不要）

東京地方裁判所総務課庶
務第二係(電話03-3581-
2291ダイヤルイン）

11月2日(月）

午前9時10分
東京地方裁判所研修
室(9階南側）

無



A-15

コー F
プログラム
名

蝿 所 期 間
灘集
人数
修習内容

埴

募集条件
提出
書類

開始日の
､銚合日時,堰所

片遺駒キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の碗定時期
の目安）

裁
判
所

2504

地裁知的財産

訴訟部修習
(大阪）

大阪地方裁判
所第21民事
部・第26民事
部

10月5日(月)～
10月16日(金）

(2週間）

8

知的財産権訴訟における審理の
9

充実促進や判断の正確性担保のた
めの訴訟運営上の工夫，裁判所及
び当事者の訴訟活動の在り方につ

いて理解を深め,併せて表現能力
の向上を図ることを目的とする 。
修習内容は，知財部裁判官及び
裁判所調査官による講義,､大阪高
裁第8民事部(知財集中部)裁判官
による講義，サマリー起案・講
評,法廷傍聴，記録検討等 。

大学・大学院において知財
関係講義の単位を取得した者
又は司法試験において知的財
産権法を選択した者。
人数が超過した場合，司法
試験における知的財産権法選

択者を優先するのでj該当す
る条件を申込書に記載するこ
と ◎

人数が超過した場合， コー

ド2505へ振り替えることがあ

るので，振替えに支障がある
者は，その旨及びその理由を
申込書の余白部分に簡潔に記
載すること。

なし

大阪地方裁判所事務局総
務課庶務第

■■■■
二係0■■
ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

10月5日(月)・

午前9時20分
大阪地方裁判所事務

局総務課庶務第二係
(仮庁舎1階）

無

裁
判
所

2505

地裁知的財産
訴訟部修習

(大阪）

大阪地方裁判
所第21民事
部・第26民事
部

10月19日（月）～
10月30日(金）

(2週間）

8

知的財産権訴訟における審理の
充実促進や判断の正確性担保のた
めの訴訟運営上の工夫，裁判所及
び当事者の訴訟活動の在り方につ
いて理解を深め，併せて表現能力
の向上を図ることを目的とする。
修習内容は,･知財部裁判官及び
裁判所調査官による講義，大阪高
裁第8民事部(知財集中部)裁判官

による講義，サマリー起案・講
評，法廷傍職記録検討等。

大学・大学院において知財

関係講義の単位を取得した者
又は司法試験において知的財
産権法を選択した者。
人数が超過した場合，司法
試験における知的財産権法選
択者を優先するので，該当す
る条件を申込書に記載するこ
と 0

人数が超過した場合， コーー

ド2504へ振り替えることがあ

るので，振替えに支障がある
者は，その旨及びその理由を
申込書の余白部分に簡潔に記
載すること。

し

大阪地方裁判所事務局総
務課庶務第二係(■■
■■■■■ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

10月19日(月）

午前9時20分
大阪地方裁判所事務
局総務課庶務第二係
(仮庁舎1階）

無



片遺50キロメートル

を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

提
書

その他(内容等
の照会先など）

開始日の

集合日時，塔所
プログラム
名

募集
人数

出
類募集条件コード 場 所 修習内容期 間

勤務先が内定している場合
には、事前に申し出ること。

簡噸な職歴書、いわゆる「知財事件」を扱う法
律事務所の日常的な弁護士業務及
び事件処理に接することを主眼と
した修習

10月5日(月)～

10月9日.（金）

(1週間）’
午前9時30分
事務所受付

日時

場所
知財事務所修
習(東京）:| '"』 2

1当事務所が、修習生の就職子 知的財康関係講義の
定事務所・企業と係争中のと 履修証明書
きは、当該修習生は受入れな
い。なお、受入れ内定以降
に、上記係争事件が発生した
ときは、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。受入れ内定時
に、修習生の就職予定事務所
等が未定で、その後に決定し
た就職先と係争中のときも同
様とし、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。

2法科大学院において知財関係‘
講義を受講し、単位を取得し
た者又は司法試験において知

的財産権法を選択した者

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生は受入れな
い。なお、受入れ内定以降
に、上記係争事件が発生した
ときは、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。受入れ内定時
に、修習生の就職予定事務所
等が未定で、その後に決定し
た就職先と係争中のときも同
様とし、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。

2法科大学院において知財関係
講義を受講し、単位を取得し
た者又は司法試験において知

的財産権法を選択した者

いわゆる「知的財産事件」を扱
う法律事務所での日常的な弁護士
業務及び事件処理に接することを
主眼とした修習

日時：

10月5日午前10時

場所：
事務所受付

大阪市北区中之島2-3-18

中之島フェスティバルタ

ワー27階

担当：平野惠稔弁護士
TEL：06-6208-1406

弁護士法人大

江橋法律事務

所

知的財産事務

所修習
(大阪〉

:| '"，
無1

A-16



A-17

。－ ド
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人数 修習内容 募築条件 提出

魯類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合白時．増所

片遺駒キロメートル
を超える移勘の
可能性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

知
財

2603

知的財産事務

｡

｡

小松法律特許
事務所

10月5日(月)～
10月16日(金）
(2週間）

2

いわゆるI知的財産事件」を扱
う法律事務所での日常的な弁護士
業務及び事件処理に接することを
主眼とした修習

｡ ●

1当事務所が、修習生の就職子
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。
2法科大学院において知財関係
講義を受講し、単位を取得し
た者又は司法試験において知
的財産権法を選択した者

知的財産関係講義の
履修証明書

大阪市北区中之島2-2-2
大阪中之島ビル8階
担当：小松陽一郎弁護士
Tm:06-6221-3355

日時：

10月5日午前10時

場所：

事務所受付

無

知
財

2604

知的財産事務
所修習
(大阪）

弁護士法人関
西法律特許事
務所

10月12日（月）～
10月23日(金）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件｣を扱

う法律事務所での日常的な弁護士
業務及び事件処理に接することを
主眼とした修習

1当事務所が､修習生α〕就職予

定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
うえ、当該事件を修習対象か
ら除外ずる。申込時に修習生
の就職予定事務所等が未定
で、その後に決定した就職先
と係争中のときも、同様とす
る ◎ 。

2法科大学院において知財関係
講義を受講し、単位を取得し
た者又は司法試験において知
的財産権法を選択した者

I知的財産関係講義
の履修証明書
2刷垂書

大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザ12階
担当:田上洋平弁護士
TEL:06-6231-3210

日時：

10月12日午前10時

場所：
事務所受付

有
(プログラム実施の
直前）



A-18

コー Ig
プログラム
名

堀 所 期 間
募繁
人数
修習内容 募掘条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
;築合白時,増所

■

片逮馳キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

知
財

2605

知的財産事務
所修習
(大阪）

弁護士法人淀
屋橋・山上合
同

～

10月26日(月)～
11月6日(金）

(2週間）

1

いわゆる「知的財産事件」を扱
う法律事務所での日常的な弁護士
業務及び事件処理に接することを
主眼とした修習

1

｡ ■

1当事務所が、修習生の就職子
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
うえ、当該事件を修習対象か
ら除外する。申込時に修習生
の就職予定事務所等が未定
で、その後に決定した就職先
と係争中のときも、同様とす
る ◎

2法科大学院において知財関係
講義を受講し、単位を取得し
た者又は司法試験において知
的財産権法を選択した者

丸』國蜘腰引對1示

履修証明書

局再蕊(〃

大阪市中央区北浜3-6-13
日土地淀屋橋ビル

担当：藤川義人弁護士
TEL:06-6202-3355

日時：

10月26日午前10時

場所：
事務所受付

無

渉
外

2606

渉外事務所修
習
伏阪）

弁護士法人大
江橋法律事務
所

10月5日(月)～
10月16日(金）
(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼

甲

とした修習(英米法関係・中国法
関係）

1当事務所が、修習生の就職予

定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生は受け入れ
ない。なお、受入れ内定以降
に、上記係争事件が発生した．

ときは、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。受入れ内定時
に、修習生の就職予定事務所
等が未定で、その後に決定し
た就職先と係争中のときも同

様とし、当該修習生を受入れ
の上、当該事件は修習対象か
ら除外する。
2英語又は中国語を読むのが苦
にならない程度の語学力があ
ること。

なし

犬阪市北区中之島2-3-18
中之島フェスティバル夕

ワー27階
担当：平野惠稔弁護士
TEL:06-6208-1406

日時：

10月5日午前10時

場所：
事務所受付

無



A-19

コー F
プログラム
名

増 所 期 間
募築
人数
修習内容 藤第条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日職増所

片道別キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
憾動予定の確定時期
の目安）

渉
外

2607

渉外事務所修
習
(大阪）

岡田春夫綜合
法律事務所

10月5日（月）～

10月16日(金）
(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係）

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所･企業と係争中のと

きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から

除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係

争中のときも、同様とする。
2英語の読解力があること。

英語を読むのに苦に
ならない程度の語学
力があることの証明
する書類

大阪市北区豊崎3－2－1
淀川5番館7階
担当：岡田春夫弁護士
TEL：06-6374-6357

甲

日時：
10月5日午前10時

場所：

事務所受付

有

(プログラム実施の
直前）

渉
外

2608

渉外事務所修

習
(大阪）

弁護士法人オ
ルピス

10月5日(月)～

10月16日(金）

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(韓国法関係）

1当事務所が、修習生の就職子
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。

2韓国関係の渉外に関心がある
こと ｡

なし

大阪市中央区南船場1－
16-10

大阪岡本ピル5階

担当：窪薫弁護士
TEL：06-6264-1976

日時：

10月5日午前10時

場所：
事務所受付

有
(プログラム実施の

直前）



A-20

コー F
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書霞

その他(内容癖
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

片道50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

渉
外

2609

渉外事務所修
習
(大阪）

法円坂法律事

務所

10月5日(月)～
10月16日(金）
(2週間）

1

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務

及び事件処理に接することを主眼
とした修習(中国法関係）

1当事務所が、修習生の就職子
定事務所・企業と係争中のと

きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。
2中国語で日常会話ができる程
度の語学力があること。

なし

大阪市中央区農人橋2－1－
30

谷町八木ピル9階
担当：中島宏治弁護士
TEL：06-6944-1271

日時：
10月5日午前10時

場所：

事務所受付

有

(プログラム実施の
直前）

渉
外

2610

子。

渉外事務所修
習
伏阪）

弁護士法人御
堂筋法律事務
所

10月5日(月)～
10月16日(金）

(2週間）

2

いわゆる『渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係）

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。
2英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上又は

T肥IC780点以上の語学力を有
すること。

英検鱗1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上
又はTOEIC780点以上
の学力を有すること
を証明する書類

大阪市中央区南船場4-3-
11

大阪豊田ピル
担当：松田祐人弁護士
TEL:06-6251-7266

日時：

10月5日午前10時

場所：

事務所受付

無



A-21

コー F
プログラム
名

培 所 期 間
集
数
募
人 修習内容 募集条件

提出
喜類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
《築合白時，珊所

片進釦キロメートル
を超える移動の
可飽性の右無
備勘予定の確定時期
の目安）

渉
外

2611

渉外事務所修
習
(大阪）

岡田春夫綜合
法律事務所

10月19日(月)～
10月30日(金）
(2週間）

2

いわゆる『渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係）

l当事務所が、修習生の就職千
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同機とする。
2英語の読解力があること。

英語を読むのに苦に
ならない程度の語学
力があることの証明

する書類

大阪市北区豊崎3－2－1
淀川5番館7階
担当：岡田春夫弁護士
TEL:06-6374--6357

日時：

10月19日午前10時

場所：
事務所受付

有
(プログラム実施の
直前）

渉
外

2612

渉外事務所修
習
(大阪）

北浜法律事務
所・外国法共
同事業

10月26日(月）

11月6日(金）
(2週間）

～

1

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼

とした修習(英語案件）

ー

1当事務所が、修習生の就職予

定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの

上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。
2TOEFL(iBT)85点以上又は
TOEIC780点以上の語学力を有

すること。

TOEFL(iBT)85点以上

又はTmlC780点以上
の学力を有すること
を証明する書類

大阪市中央区北浜1-8-16

大阪証券取引所ピル
担当：児玉実史弁護士
TEL:06-6202-1088

日時：

10月26日午前10時

場所：
事務所受付

有

(プログラム実施の
直前）



A-22

コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件 提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
巣合日時，墳所

片遺釦キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

渉
外

2613

渉外事務所修
習
(大阪）

大阪国際綜合
法律事務所

10月26日(月)～
11月6日(金）

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う法
｡

律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習(英米法関係）

1当事務所が、修習生の就職子
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から．
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、 ．
その後に決定した就職先と係

争中のときも、同様とする。
2英語、渉外事件に興味がある
こと ⑥

｡◆

なし

大阪市西区靱本町1-6-10

本町西井ビル5階
担当：松岡伸晃弁護士
TEL:06=6446-1123

日時：

10月26日午前10時

場所：
事務所受付

有
(プログラム実施の
直前）

渉
外

2614

渉外事務所修
習

(大阪）

弁護士法人御
堂筋法律事務
所

10月26日（月）～

11月6日(金）

(2週間）

2

いわゆる「渉外事件」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼

とした修習(英米法関係）

1当事務所が、修習生の就職予
定事務所・企業と係争中のと
きは、当該修習生を受入れの
上、当該事件を修習対象から
除外する。申込時に修習生の
就職予定事務所等が未定で、
その後に決定した就職先と係
争中のときも、同様とする。

2英検準1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上又は

一
①

TOEIC780点以上の語学力を有
すること。

英検躯1級程度、
TOEFL(iBT)85点以上
又はTOEIC780点以上

の学力を有すること
を証明する書類

大阪市中央区南船場4－3－
11

大阪豊田ビル

担当：村上拓弁護士
TEL：06-6251-7266

日時：

10月26日午前10時

場所：
事務所受付

無



■
■
■
６
６
１
６
口
。
Ｆ
＄
■
■

｜

片道卵キロメートル

を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

開始日の
集合日時，増所

提出
客類

その他(内容等
の照会先など）

プログラム
名

募集
人数
修習内容 募集条件コード 場 所 期 間

いわゆる「大規模事務所」にお
ける日常的な弁護士業務の態様，
業務内容に接することを主眼とし
た修習

いわゆる「大規模事務所」にお
ける日常的な弁護士業務の態様，
業務内容に接することを主眼とし
た修習

修習生の就職予定先が当事
務所の相手方になっていない

こと。

経雁菩(就職予定先
が決まっている場合

は明記のこと）

大
規
模
・
企
業
法
務

日時:．午前10

場所：事務所
付

」
色

グ

■■■■■■■■

10月5日（月）～

10月16日（金）

(2週間）
26'51蕊模事務所 無受2

｜ ■■

経雁書(就職予定先
が決まっている場合
は明記のこと）

修習生の就職予定(内定)先
が当事務所と係争中の関係に
ないこと。

にお

ける日常的な弁謹士業務の態様，
業務内容に接することを主眼とし
た修習

大
規
模
・
企
業
法
務

’
10時

事務所
》
習■ I

10月19日（月）～

10月23日（金）
(1週間) ．' －－ ■■

大規模事務所
修習

旺
皿

〃
訂
排３2616

A－23



H

片遺50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
醗動予定の確定時期
の目安）

募集条件

､

プログラム
名

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

募集
人数

提
書
出
類

｜

’
増 所 修習内容コード 期 間

いわゆる「大規模事務所」にお
ける日常的な弁護士業務の態様，

業務内容に接することを主眼とし
た修習

内定先又は就職活動中の先
があれば事前に申し出るこ

と。

履歴書(内定先・就
職活動中の先があれ

ば明記） ・応募理由
書

大
規
模
・
企
業
法
務

■
10月13日(火)～

10月16日･（金）

(1週間）
｜－■

’

日時：午前9時
場所：事務所受付■

大規模事務所
修習

無22617

1 1

いわゆる「大規模事務所］にお

ける日常的な弁護士業務の態様，
業務内容に接することを主眼とし
た修習

勤務先が内定している場合

には､事前に申し出ること。

経歴書(枇職予定先
が決まっている場合

は明記のこと）

大
規
模
・
企
業
法
務

ヨ
10月12日(月)～

10月23日（金）

(2週間）

日時・場所：追って
連絡| ■■

大規模事務所
修習

無22618

A-24



I

片通50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
く移動予定の確定時期
の目安）

’

プログラム
名

募集

人数
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

.、 開始日の‘
集合日時，増所

コード 場 所 修習内容期 間 募．集条件

I霧、

いわゆる「企業法務」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務

及び事件処理に接することを主眼
とした修習

内定先があれば申し出るこ
と。

閥歴昔

大
規
模
・
企
業
法
務

■厚■
10月19日（月）～
10月30日（金）

(2週間）

日時：午前10時

場所:事務所受付■
■

企業法務修習 無2619 1

ロ

いわゆる「企業法務」を扱う法
律事務所での日常的な弁護士業務
及び事件処理に接することを主眼
とした修習

(ｱ)就職予定先(法律事務所の

場合は依頼者を含む)と当事務
所又はその依頼者との間に係
争関係がないこと
("r)TOEIC800点以上又はそれ
に相当する英語力があること

英語力を証明する書

類。経歴害(就職予
定先が決まっている
場合は明記のこと）

大
規
模
・
企
業
法
務

■■■■ ■
｜ ■

10月19日（月）～

10月23日（金）
(1週間）

日時：午前10時

場所：事務所受付
無企業法務修習 12620

ロ

A-25



A-26

．｡－ F
プログラム
名

堀 所 期 間
募集
人数
修習内容 募第条件

提出
書類

その他(内容蝉
の照会先など）

開始日の
築合白時．増所

片道50キロメートル
を超える移動の
可鰹性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2621

法テラス

中規模型
事務所修習

法テラス茨城

法律事務所

10月26日(月)～
11月6日(金）

(2週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
■その他

【事務所の特色】
扶助国選対応事務所｡関係機関か
らの要請を受けての司法ソーシャル

ワークも広く行っている｡．

※実施可能なプログラムは,黒塗り
チェックボックス(■)を参照

なし 1法テラス茨城を希
望した理由

2研修で何を学ぴた
いか

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。 【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤
電話
一
一

【受入決定以降の連絡
先】
担当者：■■■
電話:0503383-5389

10月26日(月)9時

場所：法テラス茨城
法律事務所

有
(プログラム実施の
直前）

法
テ
ラ
ス

2622

法テラス
中規模型
事務所修習

法テラス静岡
法律事務所

10月5日（月）～

10月9日(金）
(1週間）

班
斑
Ｂ
Ａ

通じて

1人

■常勤弁護士の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

※実施可能なプログラムは,黒塗り
チェックボックス(圏)を参照

～

なし 1自己紹介

2応募理由
3法テラス静岡法律
事務所で何を学びた
いか。

以上をA4判2～3枚程
度にまとめて提出し
てください。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス静岡法律事務所
担当者：弁護士■ ｰ
電話：0503383-5404

10月5日（月）

午前9時30分

場所：法テラス静岡

法律事務所
(静岡市葵区呉服町
2-1-1

札の辻ピル5階）

無



A-27

コー F
プログラム
名

増 所 期 間
募焦
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
;集合日時，増所

片道50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
僻動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2623

法テラス

中規模型
事務所修習

法テラス福岡

(前半6日間）
法テラス北九

州(後半4日間）

10月5日(月)～

10月16日(金）
(2週間）

2

■常勤弁諭士"》法律事務

■情報提供業務

■民事法律挟助業務
■国選弁護淳開運拳務
困犯罪被害者支擬業務
口司法過疎対策篭務
園その他(關係機悶連撤）

※実施可能なプログラムは,黒塗り
チェックボックス(国)を参照

なし

○‐

l法テラス福岡・北
九州を志望した理由

2研修で何を学びた
いか

以上の点についてA4
判1枚程度にまとめ
て提出してくださ

い。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤
電 警士総合企画課
【受入決定以降の連絡
先】
法テラス福岡法律事務所
担当者：弁護士

■
■■

電話:0503383-0515

10月5日(月）

9時30分

場所：法テラス福岡
法律事務所
(福岡市中央区渡辺
通5-14-12南天神
ビル4F)

※受入決定後、必ず

法テラス福岡法律事
務所に連絡を入れ、
決定期間を自身で確
認してください。

有

(プログラム実施の1
週間前）

法
テ
ラ
ス

2624

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス沼津
法律事務所

10月12日(月)～

10月16日(金）
(1週間)．

1

遍常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他

【事務所の特色】
福祉関係機関(地域包括支援セン
ター、自立相談支援機関等)との
連携を中心とした司法SW活動を

行っている。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし

も
り

l自己紹介

2法テラス沼津を希
望する理由

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。
【受入決定前の連絡先、

問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス沼津法律事務所
担当者：弁護士

■
■■

電話：0503383-5407

10月12日(月）

午前9時30分

場所：法テラス沼津
法律事務所(沼津市
三園町1-11）

※初日の集合時間、
場所は、受入決定.、

後、法テラス沼津法
律事務所に連絡を入
れて砿認してくださ
い。

無



A-28

コー ド
プログラム
名

塙 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
客類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
築合白時，増所

片道剛キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2625

法テラス

小規模型

事務所修習

●

｡

法テラス浜松

Ｑ
●

10月5日(月)テー
10月9日(金）
(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務

翻民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

※実施可能なプログラムは,黒塗
りチェックボックス(画)を参照

なし 応募理由(何故、法
テラス浜松での修習
を希望するのか)を
A4判2枚以内で提出
すること

〃

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センタ一口
常勤弁護士総合企画課
霞話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス浜松法律事務所
担当者：弁護

喜
士■■■

話：0503383-5408

受入決定期間の初日
午前9時30分

集合場所：法テラス
浜松法律事務所(浜

松市中区中央1－2－1
イーステージ浜松オ

フィス4F)

※受入決定後、必ず
法テラス浜松法律事
務所に連絡を入れ、
決定期間を自身で確
認してください

有
(プログラム実施の1

か月前）

法
テ
ラ
ス

2626

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス阪神

法律事務所

以下の内いずれ．
か1週間

(1)
10月5日（月）～

10月9日(金）
(2)

10月12日（月）～

10月16日(金）

※希望する期間

を応募書類に記
載してくださ
し、
｡

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務＝
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
当事務所では家事､民事､債務整
理､刑事など様々な事件を取り扱っ
ていますが､特にDV等の対応困難
案件や不採算案件を取り扱うことが
期待されています。

※実施可能なプログラムは,黒塗り
チェックボックス(■)を参照

なし l自己紹介
2法テラス阪神を希
望する理由

以上2点をA4判1枚
程度に記載の上、ご

提出ください。
【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス阪神法律事務所

静
者：弁護士 ■■■

電話：0503381-1395

日時：受入決定期間
の初日
午前9時30分

場所：法テラス阪神
法律事務所

(兵庫県尼崎市七松
町1－2－1 フェス

夕立花北館5階）

無



A-29

コード
プログラム
名

堰 所 期間
募鍋
人数
修習内容 募築条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など）

開始園:の
第合白時，増所

片遊釦キロメートル
を超える移動の
可龍性の有無
鯵勘予定の確定時期
の目安）

法
一

テ
ー

ブ
ス

2627

法テラス

小規模型
事務所修習

一

法テラス奈良
法律事務所

(1)

10月5日(月)～

10月9日(金）

(1週間）

(2)

10月12日（月）～

10月16日(金）
(1週間）

(3)
10月19日（月）

10月23日(金）

(1週間）

(4)

～

10月26日（月）～

10月30日(金）
(1週間）

2

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務．
麗民事法律扶助業務

圃国選弁護等関連業務
ロ犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
国その他(成年後見業務，関係機
関との連携）

※学びたいことによっては，期間
が限定されているものもありま
す。詳細は【受入決定以降の連絡
先】に直接問い合わせていただい
てかまいません。 ･その他研修に
先立ち気になることがあれば，同
じく上記連絡先に問い合わせてい
ただいてかまいません。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

募集条件は特にありません
が、時間外とされる時間に業
務が入ることも多いです。時
間外は任意参加ですが、可能
な限り参加いただける方が望
ましいです。
また、長距離の車移動をす
ることも多いため、その点ご
承諾いただけている方が望ま

しいです。

1法テラス奈良を希
望した理由

2研修で何を学びた
いか ．

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。
※希望する期間を申

込書に記載してくだ
さい。
※その他、法テラス

のスタッフ弁謹士の
役割について、何か
知っていることがあ

れぱ触れて下さい。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス奈良法律事務所
担当者

■
:弁護士 ﾛ■■

電話：0503383-0514

受け入れ決定期間の

初日
午前10時
場所：法テラス奈良
法律事務所(予定）

無

法
一

プ
ー

ブ
ス

2628

法テラス
小規模型
事務所修習

法テラス滋賀
法律事務所

(1)
10月5日（月）～

10月9日(金）
(2)
10月12日（月）～

10月16日(金）

(3)
10月19日(月)～

10月23日(金）
(4)
10月26日（月）～
10月30日（金）
上記のうちいず

れか1週間。

＊希望する期間

を応募書類に記
載してくださ
い。

1

嵐常勤弁護士の法律事務
ロ情報提供業務
趣民事法律扶助業務
願国選弁護等関連業務
菌犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

I事務所の特色】
様々な事件を取り扱っています。
また，司法ソーシャルワークにも

力を入れています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェ.ツクボックス(厨)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内に記載し提出す
ること。

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス滋賀法律事務所
担当者：弁護士

■
■■

電話：0503381-0085

開始日の集合日時：
受け入れ決定期間の
初日
午前9時30分

場所：法テラス滋賀
法律事務所(滋賀県
大津市浜大津1-2-

22・大津商中日生ビ
ル5階）

有

(不明）



A-30

コー 族
プログラム
名

堀 所 期 間
募集
人数
修習内容 募撫条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
錐合日時,堀所

片道50キロメートル
を超える移勤の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2629

法テラス

小規模型

事務所修習
法テラス三重

10月19月（月）～

10月23日(金)
(1週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし

‐

応募理由をA4判1枚
以内に記載し提出す
ること

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話 ●

● ■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス＝雷
担当者：弁護士

■■
■ﾛ■

電話：0503383-5469

10月19日（月）

午前10時00分

場所：法テラス三重

法律事務所

無

法
テ
ラ
ス
．

2630

法テラス

小規模型

事務所修習

法テラス岐阜
法律事務所

10月19日（月）～
10月23日(金）

(1週間）
1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
囚その他

【事務所の特色】
司法ソーシャルワークにも力を入

れています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(麹)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内で提出すること

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス岐阜法
担当者：弁護士

■
魁

電話:0503383-5472

受入決定期間の初日
午前9時30分

集合場所：法テラス
岐阜法律事務所(岐
阜県岐阜市美江寺町
1-27第一住宅ビル5
階）

無



A-31

コー F
プログラム
名

埋 所 期 間
集
数
募
人 修習内容 募第条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
纂合日時，堰所

片道釦キロメートル
を超える移動の
可飽性の有無
(移動予定の確定時期
の目安）

申

法
テ
ラ
ス

2631

法テラス

小規模型
事務所修習

ー

法テラス山口

法律事務所

C

●

･10月5日(月)～

10月9日(金）

(1週間）

1

愚常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
民事法律扶助及び国選刑事弁護を
中心とする，典型的な法テラスの
都市型の事務所です。

※実施可能なプログラムは，黒塗
｡

りチェックボックス(■)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内で提出すること

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■ロ

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス山口法律事務所
担当者：弁護士

■
● ● ■■

電話:0503383-0021
※受入決定後、必ず法テ
ラス山口法律事務所に連
絡を入れ、決定期間を自
身で確認してください

10月5日午前10時

集合場所：法テラス

山口法律事務所(山
口市大手町9-11山
ロ県自治会館5階）

有
(プログラム実施の
直前）

法
テ
ラ
ス

2632

法テラス
小規模型事
務所修習

法テラス島根
法律事務所

10月5日(月)～
10月9日(金）

(1週間）
1

篭常勤弁護士の法律事瀧
圃憤報提供業務
■民事洗律扶助業務
■国逓弁謹捧悶連案務

■犯罪被需者支授業務
ロ司法渦疎対晴業務
□その他

【事務所の特色】
司法ソーシャルワークに力を入れ．
ています。

※実施可能なプログラムは
りチェックボックス(園)を参驫塗

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由、

履歴書可）

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス島根法律事務所
担当者：弁護士

■

■■
弁護士

I■■

■■
電話：0503383-5498

10月5日（月）

午前9時30分

場所：
島根県松江市南田町
60

2階
法テラス島根法律事
務所

無



A-32

．｡－ F
プログラム
名

堰 所 期 間
募集
人数
修習内容 募鍋条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開鰭白の
集合日蹴塘所

片遺"キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2633

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス沖縄

～

10月5日（月）～

10月9日(金）

(1週間）

2

■常勤弁護士の法徹事務

■嫡報提供篭癌
■民事法律扶助業務
■嗣選弁識等関速業務

口犯罪被客者支援業務
口司法過疎対策業務

□その他

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内に記載して提
出｡

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス沖縄法律事務所

担当者：弁護士

■
■■■

電話:0503383-5531

10月5日(月）
9時30分

場所：法テラス沖縄
法律事務所

無

法
テ
ラ
ス

2634

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス秋田．

法律事務所

10月14日(水)～

10月20日(火）
(1週間）

1

■常勤弁護士の法微事糖

■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■鬮選弁謹等関連業篭
圃犯罪被害者支援業確
口司法過疎対策業務
□そ〃》他

【事務所の特色】
一般民事の他，裁判員裁判を含む
刑事事件も取り扱っています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(函)を参照

なし 1自己紹介
2法テラス秋田法律

事務所を希望した理
由・研修で何を学び
たいか

■

■

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス秋田法律事務所
担当者：弁護士

■
■■■

電話：0503383-5549

10月14日(水）
午前9時30分

場所：法テラス秋田

法律事務所(住所：
秋田県秋田市中通5
－1－51北都ピル
ディング6階）

有
(プログラム開始時
期である10月初旬

頃）



A-33

．
●
一 F
プログラム
名

溺 所 期 間
集
数
募
人 修習内容 募集条件

提出

書類
その他(内容等
の照会先など）

開始日の
築合日時．場所

片道5時ロメートル
を超える移動の
可能性の有雛
(移動予定の砿定時期
の目安）

法
テ
ー
ブ
ス

2635

法テラス
小規模型
事務所修習

法テラス青森
法律事務所

10月5日(月)～
10月9日(金）

(1週間）

1

■常勤弁識士の法律事務
■情報提供業務
■民事法総扶助業務
■国選弁諏等関連業務

ロ犯罪被害者支援業務

口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
b福祉機関との連携
･刑務所相談

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由、

履歴書可）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話： ■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス青森法
担当者：弁誰士

■■■■
幽

電話：0503383-5554

10月5日(月）
午前9時00分

集合場所：法テラス
青森法律事務所(青
森市長島1-3-1 日
本赤十字社青森県支
部ピル2階）

無

法
テ
ラ
ス

2636

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス函館

法律事務所

10月5日(月)～
10月9日(金）

(1週間）

1

麹常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務
園国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
一般民事事件、家事事件、債務整
理事件、刑事事件等を扱っていま
す。司法ソーシャルワークにも力
を入れています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(圏)を参照

なし
一

1法テラス函館法律

事務所を希望した理
由

2研修で何を学びた
いか

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。

■

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：

● 由

■■■■■

【受入決定以降の連絡
矧
法テラス函館法律事務所
担当者:弁護士
■■■

ﾛ■■

電話：0503383‐5562

10月5日(月)午前9時

場所：法テラス函館
法律事務所

有
(プログラム実施の
約1か月前）



A－34

コー ド
プログラム
名

堪 所 期 間
募集
人数
修習内容 募築条件

提出
魯類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
築合日時,増所

片遺罰キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期
の目安》

法
テ
ラ
ス

2637

法テラス

小規模型
事務所修習

法テラス旭川
法律事務所

10月5日（月）～

10月9日(金）

(1週間）
1

園常勤弁護士の法律事務
菌情報提供業務
口民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
全国屈指の管轄面積を誇る地域で
す。事件によっては遠方に出かけ
ることもありますので是非お越し
下さい。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(園)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内で提出してくだ
さい。

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス旭川法律事務所
担当：代表常勤弁護士
電話:0503383-5565

集合時間：9時30分
集合場所：法テラス
旭川法律事務所

※受入決定後， 日程
確認のため上記事務

所までご連絡くださ
い。

有
(プログラム実施の
直前）

法
テ
ラ
ス

2638

法テラス

小規模型

事務所修習

法テラス釧路
10月5日（月）～

10月9日(金）
(1週間）

1

圃常勤弁護士の法律事務

■摘報提供業務
■民端法律扶助蕊務
蜜国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
ロ司法過疎対筬業務
ロその他

【事務所の特色】
･司法ソーシャルワーク活動・関

係機関との連携が活発である。
･弁護士活動の管轄地域が広い

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス<遍)を参照

なし

ｂ
ｒ

｢法テラス釧路での
修習で学びたいこ

と，修習に期待する
こと」 と題してA4判
1枚1200字程度で文
書を提出すること。

【受入決定前の連絡先．
間合先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス釧路法律事務所

担当者:弁護士■■■

■ 弁護士一一一一
電話：0503383-5569

受入期間初日 9時
30分

場所：法テラス釧路

法律事務所
(釧路市大町1-1-1道
東経済センターピル
1階）

有

(プログラム実施時
期の1か月前）



A-35

コー F
プログラム
名

場 所 期 間
募集
人数
修習内容 募築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始白の
纂合日時，増所

片道50キロメ一。 ﾄル
を超える移動の
可能性の有無

(移動予定の砿定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2639

法テラス

小規模型

事務所修習

法テラス香川
10月12日（月）～

10月23日(金）

(2週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
ロ司法過疎対策業務
園その他(関係機関との連携）

【事務所の特色】
刑事弁護，家事事件,･債務整理を
中心とする本庁型法テラス

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(圃)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内で提出するこ
と 。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス香川法

担当者：弁護士

■■■
雷訴

電話：0503383-5572

10月12日(月)9時

場所：法テラス香川

法律事務所(香川県
高松市寿町2－3－11
高松丸田ビル9階）

有
(プログラム実施時
期の1か月前）

法
テ
ラ
ス

2640

法テラス
型
修習

島
島
徳
徳
ス
ス

ー
フ
ー
フ

ー
プ
テ

法
法
法律事務所．

10月12日（月）～

10月16日(金）
(1週間）

1～3

竃常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁謹等関連業務
■犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
小規模事務所で様々な業務を修習
していただけるかと思います。

※実施可能なプログラムは，黒塗

りチェックボックス(鰯)を参照

法テラス徳島に興味・関心を
持つ司法修習生

応募理由書(A4判1
枚以内)を提出する
こと

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
櫛
●
鯛

弁護士総合企画課

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス徳島法律事務所
担当者：弁護士

■
■■

電話：0503383-5574

受入決定期間の初日
午前10時00分

集合場所：法テラス
徳島(徳島市元町1丁
目24番地アミコピ

ル3階）

無



A-36

コー 原
プログラム
名

堀 所 期 間
菜
数
募
人 修習内容 募集条件

提出
客類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
築合白時，塙所

片遺50キロメートル
を超える移動の
可姥性の有無
鯵励予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2641

法テラス
小規模型
事務所修習

法テラス高知

法律事務所
e

10月19日(月)～
iO月23日(金）
(1週間）

1．

国常勤弁誰士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁謹等関連業務
■犯罪被害者支援業務．
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
関係機関との連携により受任する
民事・債務整理等が比較的多く、
また刑事事件も常に受任していま
す｡

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 鋪潔なプログラム志
望理由書及び履歴書
を提出して下さい。
※書式は自由です。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■
匿 ■

【受入決定以降】
法テラス高知法律事務所

担当者:弁護士■■■■
■
電話：0503383-5576

10月19日(月)10時

場所：法テラス高知
法律事務所(高知市
本町4丁目1-37丸ノ
内ビル3F)

無

法
テ
ラ
ス

2642

法テラス

過疎地型

事務所修習

法テラス秩父

法律事務所

希望する場

合，所属弁護
士の出張先(裁
判所・他の法
テラス事務

所・依頼者
方・出張相談
場所等）

10月5日(月)～
11月13日(金）

上記の期間のう

ち土休日を除
き，申込者の希
望する連続した

任意の期間(2週
間前後を想定，
3週間を超える
ことはできな

い）

申込時に具体的

な希望期間を記
載して下さい

1

鯛常勤弁誰士の法律事務
因情報提供業務
■民靭法律扶助業務

麺国選弁護等関連業稽
■犯罪被害者支援業務
園司法過疎対策業務
園その他関係機関連桃

【事務所の特色】
管内人口10万人弱，管内弁護士数
5名， うち3名が法テラス秩父所属
です。 72期全国プログラムでは，
業務同行・起案などのほか，弁護
士同席のもと法律相談を一緒に
行って頂きました。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(園)を参照

司法過疎対策に関心のある方 自己紹介と修習プロ
グラムに期待するこ
とを含む自己アピー
ル書面(様式自由）

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス秩父法律事務所
担当者：弁讃士

■
■ﾛ■

電話:0503383-0023

修習開始日の午前9
時

(時刻応相談）

〒368-0041

埼玉県秩父市番場町
11-1サンウッド東和
2階
法テラス秩父法律事

務所

有

(不明）



A-37

コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

片遺50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の碗定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2643

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス牛久

10月5日(月)～

10月30日(金）

※土日祝日除く
2週間

〆

※希望する期間
を応募書類に記
載してくださ
し、

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務

口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
ロ犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
債務整理事件、離婚事件、刑事事

ら 巳

件を主に扱っています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

毎
夕

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由、
履歴書可）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤
電話
弁護土総合企画課

【受入決定以降】
法テラス牛久

担当者：弁護士

■
■■

電話:0503383-0511

受入決定期間の初日
午前9時00分

集合場所：法テラス
牛久(茨城県牛久市
中央5-20-11牛久
駅前ピル4階）

無

法
テ
ラ
ス

2644

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス下田
法律事務所

10月5日(月)～
10月9日(金）

(1週間）

1

麹常勤弁護士の法律事務

ロ情報提供業務
■民事法律扶助業務
圃国週弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
弁護士6人の地域にある事務所で
す。成年後見事件を含む様々な事
案を常時抱えています。刑事事件
はそれほど多くありません。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 研修で何を学びたい

かを含む応募理由書
A4判1枚程度。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス下田法律事務所

担当者:弁護士■■■
■
電話:0503383-0024

10月5日（月）10時

場所：法テラス下田

法律事務所受付

無



A-38

コー F
プログラム
名

堪 所 期 間
募築
人数
修習内客 募集粂件

拠出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

少

片道50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
嚇動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2645

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス佐渡
10月5日(月)～
10月9日(金）
(1週間）

● ｡

1

麹常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務
麹国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
画司法過疎対策業務
嵐その他

【事務所の特色】
過疎地域であるため有償事件も多
く受任していまず。

◆

●

また，後見業務，管財業務等の裁
判所選任事件も多くあります。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(圏)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内で提出すること

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター

常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス佐渡法律事務所
担当者：所属弁護士
電話：0503383-5422

10月5日(月)9時

場所：法テラス佐渡
法律事務所
(佐渡市河原田本町
394番地）

● ■

※受入決定後，必
ず事務所に連絡をく
ださい

無

法
テ
ラ
ス

2646

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス可児
法律事務所

10月5日（月）～
10月9日(金）

(1週間）
1

題常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
ロ犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(園)を参照

なし I希望理由

2研修で何を学ぴた
いか

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。
【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター

常勤弁護士総合企画課
電話 ■

■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス可児法律事務所
担当

■
者:弁護士■■■

電話:0503383-0005

10月5日(月)9時半

場所：法テラス可児

有
(プログラム実施の

直前）



A-39
弁

コー 膜
プログラム
名
珊所 期 間

幕集
人数

令

修習内容 募築条件
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
鐺合日時，場所

片道50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
嚇動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2647

法テラス
過疎地型

事務所修習
法テラス魚津

10月12日（月）～

10月16日(金）

(1週間）
1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務．
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
鰯司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
○管内弁護士数7名

ｰ

○成年後見等も含め家事事件が多
い◎

○福祉関係者との連携に取組中。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由）

～

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス魚津法律事務所
担当者：弁護士

■
■ﾛ■

電話：0503383-0030

受入決定期間の初日
午前9時30分

集合場所：法テラス
魚津(富山県魚津市
釈迦堂1-12-18魚津
商工会議所ビル5階）

有
(プログラム実施の

直前）

法
テ
ー
ブ
ス

2648

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス倉吉
法律事務所

以下のうち
ずれか1週間

(1)

し、

10月5日（月）～

10月9日.(金）
(2)
10月12日（月）～

10月16日(金）
(3)
10月19日(月)～

10月23日(金）

※希望する期間

を応募書類に記
載してくださ
い。

1

露常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
ロその他

【事務所の特色】
民事法律扶助及び国選刑事弁護を
中心としつつ，法テラスの過疎型
の事務所として多様な事件を取り
扱っています｡

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

なし 応募理由をA4判1枚
以内で提出すること

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】

纏駕菫遡
電話：0503383-5497

※受入決定後、必ず法テ
ラス倉吉法律事務所に連
絡を入れ、決定期間を自
身で確認してください

受入決定期間の初日

午前10時

集合場所：法テラス
倉吉法律事務所(倉
吉市山根572
サンク・ピエスビル

202号室）

無



A-40

コー F
プログラム
名

塙 所 期 間
集
数
募
人 修習内容 募築条件

提出
書類

開始日の
集合日時.場所

片遠50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2649

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス浜田

法律事務所

10月5日（月）～

10月9日(金）

(1週間）
1

■常勤弁護士の法律事務
■情報提供業務
■民事法律扶助業務
園国選弁護等関連業務
ロ犯罪被害者支援業務
鰹司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
・少人数でアットホームな事務所
・債務整理・離婚‘後見・刑事事
件が多い
・社会福祉協議会等と連携して司
法ソーシャルワークを実施

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス楓)を参照

なし 1法テラス浜田での

修習を希望する理
由， 2法テラス浜田

での修習で学びたい

こと，を記載した書
面(A4判1枚程度)を
提出してください。 【受入決定前の連絡先】

日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス浜田法律事務所

担当者:弁護士■■■
電話:0503383-0026

10月5日(月)10時

場所：法テラス浜田

法律事務所
(島根県浜田市浅井
町1580番地第二龍
河ピル6階

最寄り駅：山陰本線
浜田駅徒歩3分）

．有
(プログラム実施の2
か月前）

法
テ
ラ
ス

2650

法テラス
過疎地型
事務所修習

法テラス五島
法律事務所

10月5日（月）～
10月9日(金）
(1週間）

2

綴常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
離島の弁護士事務所

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(図)を参照

なし 1臘雌書

2「自身の目指す法
曹の姿」を簡潔にま
とめた文書

。 、

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス五島法律事務所

笛
電

§弁護士■■■

話：O503383-O516

10月5日(月)9時30分

場所:法テラス五島
法律事務所

有
(プログラム実施の1

週間前頃）



A－41

コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
魯類

その他《内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時，増所

片逮駒キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
(移動予定の確定時期

●

の目安〉

法
テ
ラ
ス

2651

法テラス

過疎地型
事務所修習

法デラス対馬
法律事務所

10月5日(月)～
10月16日(金）

(2週間）

1

因常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
■その他〈刑事・民事・家事事
件の全てに対応。島内出張相談，
関係機関訪問等。原則として，修
習生は担当弁護士の全ての業務に
同行します。 ）

【事務所の特色】
弁護士1名，事務局2名.の多忙な事
務所。密度の濃い有意義な修習に
なると思います。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

離島での弁護士活動に興味を
もち， 自ら積極的に学ぼうと
する意欲があること。

志望理由書･A4
1～2枚程度
(1自己紹介、 2当プ
ログラムに応募した
理由、 3プログラム
で学びたいこと等)‘ 【受入決定前の連絡先､

問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス対馬法律事務所
担当者：弁護士

■■
Ⅱ■■

電話：0503383-9517

10月5日(月)9時10分

場所：法テラス対馬

法律事務所
(長崎県対馬市厳原

町中村606-3おおた
ビル3階）

無

法
テ
ラ
ス

2652

法テラス
渦疎弛型

事務所修習

法テラス平戸

法律事務所

｡‐

10月12日（月）～

10月16日(金）
(1週間）

1

圏常勤弁謹士の法律事務

口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
鹿司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
｢陸路で行ける日本最西端」があ
る平戸市内の事務所です。県内で
は、比較的刑事事件も多く扱って
います。 ．

※実施可能なプログラム．は，黒塗
りチェックボックス(園)を参照

特になし 自己紹介を記載した
書面を提出してくだ
さい(A4で1枚以内を

目安にしてくださ
い） 。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤
電話
弁護士総合企画課

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス平戸法律事務所
担当者：弁謹士

■■■■
I■■

電話：0503383-0468

10月12日(月)9時30

分

場所：法テラス平戸
法律事務所

有
(プログラム実施の

直前）
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コー F
プログラム
名

堪 所 期 間
募築
人数
修習内容 幕〆築条件

樋出
書頚

句 0

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
蕊合日晩増所

片道駒キロメートル
を超える移勤の
可龍性の有無
備勤予定の識定時期
の目安）

法
・
テ
ラ
ス
．

2653

法テラス

過疎地型
事務所修習

I

法テラス雲仙

法律事務所
10月12日（月）～

10月23日(金）
(2週間）

1

遍常勤弁護士の法律事務
璽民事法律扶助業務
愚国選弁護等関連業務
園司法過疎対策業務
懸その他(各機関との連携等）

【事務所の特色】
長崎県雲仙市の小浜温泉街に所在．
する事務所です。 1事件数が多
く、種類も豊富なこと、2障がい
者・高齢者の事件が多く、成年後
見等業務も多いこと、 3社会福祉
法人等と連携し、入口・出口支援
(罪に問われた人の社会復帰支援）
に取り組んでいることが、事務所

の主な特徴です。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス<麓)を参照

なし 自己紹介
(A41枚程度）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センタ

全
一

常勤弁謹士総合企画課
電話 ●

● ■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス雲仙法律事務所
担当者

■
:弁護士 ■■ロ

電話も0503383-5324

10月12日(月)9時30

分

場所：法テラス雲仙
法律事務所(長崎県
雲仙市小浜町北本町
14番地雲仙市小浜

総合支所3階）

有
(プログラム実施の1
～2か月前）

法
テ
ラ
ス

2654

のー

法テラス
過疎地型
事務所修習

法テラス奄美
法律事務所

10月5,日（月）～
10月9日(金）
(1週間）

懸常勤弁護士の法律事務
窟情報提供業務
■民事法律扶助業務

因国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援蕊務
露司法過錬対轆業務
ロその他

【事務所の特色】
法律相談の申込みが多く，相談内
容から離島ならでは問題・課題に
ついて考えさせられることが多い
です③

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(国)を参照

なし 希望理由及び自己紹

介を記載した書面の
提出(書式自由）

【受入決定前の連絡先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】

法テラス奄美法律事務所
担当者：弁護士

■
■■■

電話:･0503383-0028

1明5日（月）
午前9時30分

場所：法テラス奈美

法律事務所

有

．(プログラム実施の
直前）
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コー F
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 藤築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始白の
集合日蹴増所

片遡50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
憾動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2655

法テラス
過疎地型

事務所修習

法テラス

宮古島
10月12日（月）～

10月23日(金）

(2週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(観)を参照

なし 1自己紹介．
2希望理由
3学びたい内容
以上をA4判2枚程度
にまとめて提出して
下さい。 【受入決定前の連絡先、

問い合わせ先】
日本司法支援センターざ
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス宮古島法律事務
所
担当者：弁護士

■
■■

電話:0503383-0201

10月12日(月)9時

場所：法テラス宮古
島法律事務所

(沖縄県宮古島市平
良字西里1125番地宮
古合同庁舎1階）

有

●

や

(プログラム実施の1
か月前）

法
テ
ラ
ス

2656

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス鹿角
10月5日（月）～
10月9日(金）
(1週間）

2

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務

● ■

口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(囮)を参照

なし 1自己紹介、
2法テラス鹿角で学
びたいこと、

をA4判1枚程度にま
とめて提出してくだ

さい(書式自由）

ー

◎ 【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援セ.ンター
常勤弁護士総合企画課
電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】

■ 写

法テラス鹿角法律事務所

担当者：弁謹士■■■■
■ ”
電話：0503383-1416

10月5日(月)午前9時

30分

場所：法テラス鹿角
法律事務所(秋田県
鹿角市花輪字下花輪
50番地鹿角市福祉
保健センター2F)

※連絡事項等があり
ますので，修習の一
週間程前に，事務所．
に連絡ください。

■
。

有
(不明）
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､コー｡ F
プログラム
名

堰 所 期 間
集
数
募
人 修習内容 寡集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
集合日時,堪所

片遭50キ回メートル
を超える移動の
可能性の有無
?鯵動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2657

法テラス

渦疎地型
事務所修習

法テラス八雲

法律事務所
10月12日（月）～

10月16日(金）
(1週間）

1～2

圃常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
ロ国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

※実施可能なプログラムは，黒
りチェックボックス(国)を参照

塗

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由、
履歴書可）

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス八雲法律事務所

音者:弁護士■■｡
電話:0503383-8366

10月12日(月)9時

場所：法テラス八雲
法律事務所

有
(プログラム実施の1
か月～2週間前) ．

法
テ
ラ
ス

2658

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス須崎
10月5日（月）～

10月9日(金）
(1週間）

1～2

闇常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務
口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
民事・刑事の事件が豊富にありま

す。関係機関連携にも力を入れて
います。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(菌)を参照

なし 応募理由を記した自
己紹介(書式自由《
履歴書可）

一

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話:■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス須崎
担当者：弁護士■■
電話:0503383-5579

10月5日(月)9時00分

場所：法テラス須崎
法律事務所

有
(ダログラム実施の2

～3か月前）



～
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コー 蔭
プログラム
名

場 所

ノ

期 間
募集
人数
修習内容 募粛条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開鎗日の
集合日時，塘所

争

片道50キロメートル
を超える移動の
可能性の有無

(移動予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2659

法テラス

過疎地型
事務所修習

法テラス中村
10月5日（月）～
10月9日(金）
(1週間）

1

図常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
ロ犯罪被害者支援業務
覇司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
債務整理・刑事事件が比較的多
い。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(■)を参照

司法過疎対策業務に関心を
持っていること。

4 ．

l法テラス中村を選
んだ理由、

2当該プログラムで

学びたいこと、
をA4判1枚以内で提
出すること。

● ● 4

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラ系中村法律事務所
担当者：弁護士

■
■■■

電話：0503383-0467

受入期間の初日
午前9時30分

場所：高知県四万十
市駅前町13番15号
アメニティオフィス
ピルlF

有
(プログラム実施の
約2～3週間前まで）

法
テ
ラ
ス

2660

法テラス

扶助・国選型
事務所修習

法テラス熊谷

法律事務所

希望する場合
は所属弁護士
の出張先(裁判
所、他の法テ

ラス事務所、
依頼者方、出
張相談場所等）

10月12日(月)～
10月23日(金）

上記の期間のう
ち士休日を除き

申込者の希望す
る連続した任意

の期間(1週間～
2週間程度）

※申込時に具体
的な希望期間を
記載してくださ
'八

1

■常勤弁護士の法律事務

■情報提供業務
■民事法律扶助業務
■国選弁護等関連業務
■犯罪被害者支援業務
■司法過疎対策業務
鹿その他

． 【事務所の特色】
民事法律扶助事件や、刑事国選弁
護事件、司法ソーシャルワーク業
務(認知症カフェとの連携など)を
主に扱っています。

※実施可能なプログラムは，黒塗
りチェックボックス(癒)を参照

なし l自己紹介
2修習プログラムで
学びたいこと．
3法テラス熊谷を希

望した理由

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して

ください。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】

日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課

電話:■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】
法テラス熊谷法律事務所
担当者：弁護士

■
● ｰ

■■■

電話:0503383-5380

受入期間の初日
午前10時集合

集合場所：法テラス
熊谷法律事務所(埼
玉県熊谷市筑波3－
195熊谷駅前ビル7

階）

※受入決定後､．必ず

法テラス熊谷法律事
務所に連絡を入れ、
決定期間を自身で確
認してください．

有

(プログラム実施の
直前）



一
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1

コー ig
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
蝿合白時，堪所

片進50キロメートル
を超える移勤の
可龍性の有無
(移勤予定の確定時期
の目安）

法
テ
ラ
ス

2661

法テラス

扶助・国選型
事務所修習

法テラス佐世

保法律事務所
10月12日(月)～

10月23日(金）
(2週間）

1

■常勤弁護士の法律事務
口情報提供業務
口民事法律扶助業務

口国選弁護等関連業務
口犯罪被害者支援業務
口司法過疎対策業務
□その他

【事務所の特色】
当事務所は民事事件・刑事事件を
幅広く行っているほか、福祉関係
者との連携(出張相談、会議の出
席等)に積極的に取り組んでいま
す。

※実施可能なプログラムは,､黒塗
りチェックボックス(露)を参照

なし 1法テラス佐世保法
律事務所を希望した
理由

2研修で何を学ぴた
いか． ‘ 。

以上をA4判1枚程度
にまとめて提出して
ください。

【受入決定前の連絡先、
問合せ先】
日本司法支援センター
常勤弁護士総合企画課
電話：■■■■■■■

【受入決定以降の連絡
先】

●

法テラス佐世保法律事務
所
担当者：弁護士

■

■
弁護士

■■

■■
電話：0503383-5516

10月12日(月)9時30

分

場所：法テラス佐世
保法律事務所

無

公
設
事
務
所
等

2662
公設事務所等
修習

● ●

弁護士法人東

法律事務所
(旧気仙沼ひ
まわり基金法

律事務所）

以下のうち
ずれか1週間

(1)
10月5日（月）

10月9日(金）

(2)

し、

～

10月19日(月)～
10月23日(金）

※希望する期間
を申込書に記載

すること。

1

旧公設事務所における業務内容
を見学し，地方における法律事務
所の実務を学習する。
震災にかかるNPO法人の取組
の様子なども見てもらう。

なし(メールにより自己紹介・
志望動機や見たい内容を伝え
てもらい選出する。 ）
※当事務所は，参加希望者
の『選択型実務修習プログラ
ム申込書(全国)」を所属庁会
を通じて受領した後，同希望
者に対しメールを送って上記
自己紹介等を求めるので，適
宜対応して頂きたい。

なし

弁護士法人東法律事務所
(電話0226-25-7234,
メールアドレス：

●

一

集合日時：開始日の
午前9時

集合場所：弁護士法
人東法律事務所

有

(プログラム実施の1
か月程前）
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コー 膜
プログラム
名

鰯 所 期 間
募築
人数
修習内容

,

幕築条件
提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開始日の
離合日時，堀所

片道釦キロメ
、
グ
ー ﾄル

を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

公
設
事
務
所
等

2663
殻公
習
事務所修

釜石ひまわり

基金法律事務
所

10月19日(月)～

10月23日(金）
(1週間）

1

公設事務所における業務内容の
見学(法律相談，出張相談，裁
判，調停への同席など)。

なし なし

釜石ひまわり基金法律事
務所
(電話0193-21-33“）

10月19日午前10時
釜石ひまわり基金法

律事務所
(岩手県釜石市上中．

島町1-2-3RIKOピル3
階）

有
(プログラム実施の

約1か月前）

公
設
事
務
所
等

2664
公設事務所修
習

下田ひまわり

基金法律事務
所

‐‐

10月5日(月)～
10月9日(金）

(1週間）

1

公設事務所における業務内容を
見学し、司法過疎地における弁護
士業務を学習する。

｡ ●

なし 応募理由書(200文字
程度で作成のこと）

下田ひまわり基金法律事
務所(電話0558-25-
2131）

集合日時：10月5日
(月)午前9時30分
集合場所：下田ひま
わり基金法律事務所

有
(不明）
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コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
築
数
募
人 修習内容 募築条件

提出
書類

その他(内容等
の照会先など）

開錨臼の
藁合圃時，珊所

片遺釦キロメートル
を超える移動の
可能性の有鍍
<移動予定の確定時期
の目安）

公
設
事
務
所
等

2665
公設事務所等
修習

相馬ひまわり

基金法律事務
所

11月9日（月）～

11月13日(金）
(1週間）

1

公設事務所における業務内容を
見学し，事件対応，関係先との連
携のあり方，地域における問題へ
の取組み，公設事務所の意義を学
習する。

●
ｂ

公設事務所の意義及び谷槙

制度，東日本大震災・東京電
力福島第一原子力発電所事
故，令和元年台風19号等の被
災地の状況や起きている法律

問題について, ･プログラム開
始時までに可能な限り学修し
たうえで本プログラムに臨む
ことができる者（プログラム
開始当初に，学修してきた内
容を確認します） 。

応募理由，取り組み
たいこと，事前に学
修しておくことが必

要と考える具体的事
項，希望する法曹像
を記した書面（書式
自由）

相馬ひまわり基金法律事
務所
(電話0244-37-2560)

集合日時： 11月9日
午前9時30分
集合場所：相馬ひま
わり基金法律事務所

有
(プログラム実施の3
週間前）

公
設
事
務
所
等

2666
公設

修習

事務所等

弁護士法人空
と海そらう
み法律事務所

奄美事務所(旧
ひまわり基金

法律事務所）

10月5日(月)9:
00～10月9日

(金)17：30
(1週間）

1

奄美大島(鹿児島地方裁判所名
瀬支部管内)にある事務所(旧ひま
わり基金法律事務所)における業
務内容(離島間の出張，裁判所期
日 法律相談等)に携わり，司法
過疎地域の現状及びその対策等を
修習する。

･出張で飛行機を利用する可

能性があるため，飛行機での
移動を苦手としないこと。

･履歴書
･志望理由書(書式
自由）

･事務所ホームページ
www・sorallmi-law･CO、
。●
① ｢自由と正義」 （日本
弁護士連合会)2015年1月
号75頁「奄美群島に見
る司法アクセス障害の現
状と課題」

集合日時：10月5日
(月)午前9時

場所：事務所

有
(プログラム実施の2
か月前）
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コー ド
プログラム
名

増 所 期 間
募集
人数
修習内容 募集条件

提出
害類

その他(内容等
の照会先など） つ

４

開始日の
蕊合日時，堀所

片迩釦キロメートル
を超える移動の
可能性の有無
《移動予定の確定時期
の目安）

公
設
事
務
所
等

2667
公設事務所等
修習

弁護士法人空
と海そらう
み法律事務所
陸前高田事務
所(旧ひまわり
基金事務所）

10月26日(月)～
10月30日(金）
(1週間）

1

岩手県の沿岸地域(盛岡地方裁

判所一関支部管内)にある事務所
(旧ひまわり基金法律事務所)にお
ける業務内容(裁判所期日、法律
相談等)に携わり、司法過疎地域
の現状及びその対策等を修習す
る ｡

なし

.~〉

･履歴書
･志望理由書(書式
自由）

･事務所ホームページ
www・soraumi-law・CO、

集合日時：10月26日
(月)午前9時30分
場所：事務所

有
(プログラム実施1～

2か月前）


